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生生命命科科学学研研究究科科授授業業科科目目単単位位のの計計算算方方法法にに関関すするる申申合合せせ  
 

 

制定 令和 6 年 1 月 10 日 

 

 

１ 生命科学研究科において開設する授業科目の単位の計算方法は、1 単位の授業科目を 45

時間の学修を必要とする内容をもって構成し、次のとおりとする。 

 

一 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲の時間の授業をもって 1 単位

とする。 

二 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲の時間の授業をもって

1 単位とする。 

三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合は、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮した時間の授業を

もって 1 単位とする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、修士又は博士論文の審査及び最終試験の合格に係る授業科目に

ついては、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、

これらに必要な学修を考慮して、単位数を定めるものとする。 

 

附 則 

この申合せは、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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東東北北大大学学大大学学院院生生命命科科学学研研究究科科ににおおけけるる学学位位論論文文（（修修士士・・博博士士））  

審審査査等等取取扱扱内内規規  
 

制  定 平成 13 年 4 月 1 日 
最新改正 令和 6 年 2 月 9 日 

 

（（趣趣旨旨））  

第第１１条条 東北大学大学院生命科学研究科（以下「本研究科」という。）における学位論文（修

士論文・博士論文）の審査又は審査会及び最終試験（課程修了によるもの）又は学力確認（論

文提出によるもの）については、東北大学学位規程（以下「学位規程」という。）の定める

ところのほか、この内規の定めるところによるものとする。 

（（学学位位論論文文提提出出期期限限））  

第第２２条条 学位論文は、指定する期日までに本研究科長に提出しなければならない。 

（（博博士士課課程程後後期期３３年年のの課課程程のの論論文文審審査査会会及及びび論論文文最最終終試試験験等等））  

第第３３条条 指導教員が必要と認めるときは、博士論文提出予定者に対し、博士論文審査会に先立

ち事前に審査会（以下「予備審査会」という。）を設置することができるものとする。予備

審査会は次のとおり行うものとする。 

（１）予備審査会は、指導教員が開催するものとする。 

（２）予備審査会の構成員は、指導教員を含め３名以上とし、指導教員が指名する。ただし、

指導教員が分野長でない准教授の場合は、当該分野の分野長を含むものとする。 

なお、予備審査会の構成員は、論文審査委員及び最終試験委員（以下「審査委員」と

いう。）である必要はない。 

（３）予備審査会は、博士論文としての研究内容を点検するとともに、博士論文をまとめる上

でのアドバイス等を与えるものとする。なお、予備審査会の実施方法は、指導教員に一

任する。 

（４）予備審査会は、博士論文（審査用）等提出期限時までに、上記（３）を博士論文に反映

できるよう完了しなければならない。 

（５）指導教員は、予備審査会の審査結果に基づき、博士論文提出予定者に対し、博士論文審

査の日程等について指示する。 

第第４４条条 東北大学大学院生命科学研究科教授会（以下「教授会」という。）は、博士論文の審

査会及び最終試験を行うため、審査委員を選出する。 

２ 第１項の審査委員の構成員については、「博士論文の論文審査会及び最終試験に関する申

合せ事項」によりこれを定める。 

３ 論文審査会は、次により行う。 

（１）論文審査委員をもって行う。 

（２）論文審査委員は、博士論文（審査用）の論文を受理した後、内容を精査し、別に定める

期間に論文審査会を開催する。開催日の調整は、指導教員が行う。 

（３）博士論文提出学生は、論文審査会へ出席する。 

（４）論文審査会の結果に基づき、論文の内容修正等について適宜指導する。 

４ 最終試験は、次により行う。 

（１）審査委員をもって行う。 

（２）審査委員は全員出席するものとする。  

（３）最終試験は口頭発表及び質疑応答とする。 

（４）最終試験の合否は、審査委員の採点及び合議を受けて、教授会にて決定する。なお、採

点方法等は別に定める。 

  （（博博士士課課程程後後期期３３年年のの課課程程のの必必要要なな研研究究指指導導））  

第第５５条条 修了要件に規定する「必要な研究指導」の認定は、博士論文の提出をもって課程修了

に必要な研究指導を受けたものとする。 

２ ３年以上在学し、授業科目について所定の単位を修得して、かつ、必要な研究指導を受け



‒ 52 ‒
 
 — 52 —

た者から、博士論文を提出しないで退学する旨願い出があったときは、指導教員が、研究題

名を付した研究指導認定報告書を提出することで課程修了に必要な研究指導を受けたもの

とする。 

（（博博士士論論文文等等のの作作成成方方法法））  

第第６６条条 博士論文は、電子データで作成し、次の体裁による表紙を付けるものとする。 

表  紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 博士論文について、当該博士論文の全文に代えて要約を公表することを認められた場合に

は、博士論文の全文電子データ、要約電子データ及び上製本による印刷物を作成するものと

する。 

３ 博士論文等提出の際の「論文内容要旨」は、和文の場合４，０００字以内とし、英文の場

合は２，０００語以内とする 

（（審審査査結結果果のの要要旨旨のの作作成成方方法法））  

第第７７条条 「博士論文の審査及び最終試験の結果の要旨」は、別に定める様式により作成するも

のとするが、その論文審査の結果の要旨については、１，０００字以内とする。また、同要

旨文末の表現例は、「自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有すること

を示している。したがって、○○○○提出の論文は、博士（生命科学）の博士論文として合

格と認める。」等と記載するものとする。 

（（博博士士課課程程後後期期３３年年のの課課程程のの修修業業年年限限短短縮縮））  

第第８８条条 卓越した成果を挙げ、短期修了に値すると教務委員会、運営機構会議および教授会に

て認められた場合に短縮修了を認める。 

（（博博士士課課程程前前期期２２年年のの課課程程のの論論文文審審査査及及びび論論文文最最終終試試験験等等））  

第第９９条条 教授会は、修士論文の審査及び最終試験を行うため、審査委員を選出する。 

２ 第１項の審査委員の構成員等については、「修士論文の論文審査及び最終試験並びに後期

課程進学者の審査に関する申合せ事項」によりこれを定める。 

３ 論文審査は、次により行う。 

（１）論文審査委員をもって行う。 

（２）論文審査委員は、修士論文（審査用）の論文を受理した後、内容を精査し、論文提出学

生に個別にアドバイスを行う。 

（３）指導教員は、最終試験に向け、修士論文の内容修正等について適宜指導を行う。 

４ 最終試験は、次により行う。 

（１）審査委員をもって行う。 

（２）審査委員は全員出席するものとする。  

（３）最終試験は口頭発表及び質疑応答とする。 

（４）最終試験の合否は、各審査委員の採点を受けて教授会にて決定する。なお、採点方法等

は別に定める。 

    

 
博士論文 

〇〇〇〇〇（論文題目） 

（日本語以外の英文等の場合は、 

括弧書きで和訳を併記） 

 

 
〇〇年度 

東北大学大学院生命科学研究科 
〇〇〇〇〇専攻 
〇〇 〇〇（氏名） 
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（（博博士士課課程程前前期期２２年年のの課課程程のの必必要要なな研研究究指指導導））  

第第１１００条条 修了要件に規定する「必要な研究指導」の認定は、修士論文の提出をもって課程修

了に必要な研究指導を受けたものとする。 

（（修修士士論論文文等等のの作作成成方方法法））  

第第１１１１条条 修士論文は、電子データで作成し、次の体裁による表紙を付けるものとする。 

表  紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（博博士士課課程程前前期期２２年年のの課課程程のの修修業業年年限限短短縮縮））  

第第１１２２条条 修業年限短縮については、「前期 2 年の課程の短縮修了の手続きに関する申合わせ」

によりこれを定める。  

（（論論文文提提出出にによよるるもものののの審審査査等等））  

第第１１３３条条 博士論文は、指定する期日までに分野長である教授、准教授または助教を経て本研

究科長に提出しなければならない。 

第第１１４４条条 その他、論文提出によるものの論文博士審査等は、「生命科学研究科論文博士審査

内規」によりこれを定める。 

 （（そそのの他他））  

第第１１５５条条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、教授会で決定するものとする。 

 

   附 則 

この内規は，平成１３年４月１日から施行する。 

 

  （中略） 

 

  附 則 

この内規は、２０２５年７月２日から施行する。 

  

 
修士論文 

〇〇〇〇〇（論文題目） 

（日本語以外の英文等の場合は、 

括弧書きで和訳を併記） 

 

 
〇〇年度 

東北大学大学院生命科学研究科 
〇〇〇〇〇専攻 
〇〇 〇〇（氏名） 
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東東北北大大学学大大学学院院生生命命科科学学研研究究科科論論文文博博士士審審査査内内規規  
 

制  定 平成 15 年 11 月 5 日 
最新改正  2025 年  7 月 2 日 

（（趣趣旨旨））  

第第１１条条 東北大学大学院生命科学研究科（以下「研究科」という。）において東北大学学位規

程（以下「学位規程」という。）第６条の規定により学位授与の申請を受理した場合の博士

論文の審査及び学力の確認については、学位規程の定めるところのほか、この内規の定める

ところによる。 

（（審審査査会会））  

第第２２条条 東北大学大学院生命科学研究科教授会（以下「教授会」という。）は、博士論文の審

査及び学力の確認を行うため、審査会を設置する。 

（（組組織織））  

第第３３条条 審査会は、審査委員５人（論文審査委員（博士論文の審査及び学力の確認を行う委員

３人以上。）並びに学力確認委員（学力の確認のみを行う委員１人以上。））をもって組織す

る。 

（（主主査査））  

第第４４条条 審査会に主査を置き、分野長である教授、准教授または助教（以下「紹介教員」とい

う。）が主査をつとめる。 

（（論論文文審審査査））  

第第５５条条 博士論文の審査は、研究科において行う学位規程第５条第２項の規定によるものと同

一の方法により行う。 

（（学学力力のの確確認認））  

第第６６条条 学力の確認は、博士論文に関連のある専攻分野の科目及び外国語（英語）について行

うものとする。 

２ 専攻分野の科目の学力の確認は、研究科において行う最終試験に準ずる審査（以下「学力

確認」という。）とする。 

３ 外国語（英語）の学力の確認を行う委員は、論文審査委員の中から若干名を紹介教員が指

名する。 

４ 学力の確認は、前２項の規定にかかわらず，特別の理由があると認めるときは、博士論文

に関連のある専攻分野の科目についてのみ行い、又は別に定めるところにより行うことがで

きる。 

（（研研究究歴歴））  

第第７７条条 大学院博士課程修了者と同等以上の研究歴を有するものとし、次に掲げる研究歴の合

計が、修士課程修了者及び博士課程中途退学者にあっては修了（退学）後３年以上、大学卒

業者にあっては卒業後５年以上とする。 

（１）大学又は研究機関等において研究に従事した期間 

（２）前号と同等以上の内容を有する研究期間 

（（審審査査等等のの成成績績））  

第第８８条条 博士論文の審査及び学力の確認の成績は、合格又は不合格とする。 

（（報報告告））  

第第９９条条 審査会は、審査が終了したときは、直ちにその結果を教授会に報告する。 

（（雑雑則則））  

第第１１００条条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、教授会で決定する。 

 

   附 則  

  この内規は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

（中略） 

附 則  

  この内規は、２０２５年 ７月 ２日から施行する。 
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東東北北大大学学大大学学院院生生命命科科学学研研究究科科論論文文博博士士審審査査内内規規  
 

制  定 平成 15 年 11 月 5 日 
最新改正  2025 年  7 月 2 日 

（（趣趣旨旨））  

第第１１条条 東北大学大学院生命科学研究科（以下「研究科」という。）において東北大学学位規

程（以下「学位規程」という。）第６条の規定により学位授与の申請を受理した場合の博士

論文の審査及び学力の確認については、学位規程の定めるところのほか、この内規の定める

ところによる。 

（（審審査査会会））  

第第２２条条 東北大学大学院生命科学研究科教授会（以下「教授会」という。）は、博士論文の審

査及び学力の確認を行うため、審査会を設置する。 

（（組組織織））  

第第３３条条 審査会は、審査委員５人（論文審査委員（博士論文の審査及び学力の確認を行う委員

３人以上。）並びに学力確認委員（学力の確認のみを行う委員１人以上。））をもって組織す

る。 

（（主主査査））  

第第４４条条 審査会に主査を置き、分野長である教授、准教授または助教（以下「紹介教員」とい

う。）が主査をつとめる。 

（（論論文文審審査査））  

第第５５条条 博士論文の審査は、研究科において行う学位規程第５条第２項の規定によるものと同

一の方法により行う。 

（（学学力力のの確確認認））  

第第６６条条 学力の確認は、博士論文に関連のある専攻分野の科目及び外国語（英語）について行

うものとする。 

２ 専攻分野の科目の学力の確認は、研究科において行う最終試験に準ずる審査（以下「学力

確認」という。）とする。 

３ 外国語（英語）の学力の確認を行う委員は、論文審査委員の中から若干名を紹介教員が指

名する。 

４ 学力の確認は、前２項の規定にかかわらず，特別の理由があると認めるときは、博士論文

に関連のある専攻分野の科目についてのみ行い、又は別に定めるところにより行うことがで

きる。 

（（研研究究歴歴））  

第第７７条条 大学院博士課程修了者と同等以上の研究歴を有するものとし、次に掲げる研究歴の合

計が、修士課程修了者及び博士課程中途退学者にあっては修了（退学）後３年以上、大学卒

業者にあっては卒業後５年以上とする。 

（１）大学又は研究機関等において研究に従事した期間 

（２）前号と同等以上の内容を有する研究期間 

（（審審査査等等のの成成績績））  

第第８８条条 博士論文の審査及び学力の確認の成績は、合格又は不合格とする。 

（（報報告告））  

第第９９条条 審査会は、審査が終了したときは、直ちにその結果を教授会に報告する。 

（（雑雑則則））  

第第１１００条条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、教授会で決定する。 

 

   附 則  

  この内規は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

（中略） 

附 則  

  この内規は、２０２５年 ７月 ２日から施行する。 
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東東北北大大学学研研究究生生規規程程  
 

昭和 38 年 5 月 15 日 
規第 49 号 

 

第 1 条 この規程は、東北大学（以下「本学」という。）における研究生の入学、種類、在学

期間等について定めるものとする。 
第 2 条 特殊事項について研究を志願する者があるときは、大学院の研究科、学部、附置研究

所、国立大学法人東北大学組織運営規程（平成 16 年規第 1 号。以下「組織運営規程」とい

う。）第 20 条第 1 項に規定する機構、同条第 3 項に規定する研究組織、組織運営規程第 21
条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織運営規程第22条から第26条までに規定する

センター等において支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することが

ある。 
第 3 条 研究生を分けて次の 3 種とする。 

学部研究生 学部又は大学院の教員を指導教員として研究する者 
研究所等研究生 附置研究所、組織運営規程第 20 条第 1 項に規定する機構、同条第 3 項

に規定する研究組織、組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織

運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等の教員を指導教員として研究す

る者 
 大学院研究生 大学院の教員を指導教員として研究する者 

第 4 条 研究生の学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
2 学年を分けて、次の 2 学期とする。 

第 1 学期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 
第 2 学期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

第 5 条 研究生の入学の時期は、学期の初めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この

限りでない。 
第 6 条 学部研究生及び研究所等研究生を志願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 大学を卒業した者 
ニ 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業（専門職大学の前期課程の修了を含む。）

した者で関係学科を履修したもの 
三 大学院の研究科、学部、附置研究所、組織運営規程第 20 条第 1 項に規定する機構、同

条第 3 項に規定する研究組織、組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設

等又は組織運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等において、前二号

と同等以上の学力があると認めた者 
第 7 条 大学院研究生を志願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 修士の学位を有する者 
ニ 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者 
三 大学院の研究科において、前二号と同等以上の学力があると認めた者 

2 前項に定めるもののほか、外国人であって、大学院研究生を志願できるものの資格は、研

究科の定めるところによる。 
第 8 条 研究生を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなければならない。 
2 前項の検定料の額は、別表のとおりとする。 
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第 9 条 研究生として入学を許可された者は、所定の期日までに入学料を納付しなければなら

ない。 
2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。 
3 第 1 項の入学料の額は、別表のとおりとする。 
第 10 条 納付した検定料及び入学料は、返還しない。 
第 11 条 研究生の在学期間は、1 年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、

在学期間の延長を許可することがある。 
第 12 条 外国人である大学院研究生で、大学院の授業科目（関連科目を含む。）のうち、その

研究事項に関連のある 1 科目又は数科目を選んで聴講を願い出たものがあるときは、学生の

履修に妨げのない場合に限り、選考の上、聴講を許可することがある。 
2 前項の規定により聴講を許可された者は、聴講した授業科目につき所定の試験を受けて単

位を修得することができる。 
3 第 1 項の規定により聴講を許可された者が、聴講単位の増減を願い出たときは、許可する

ことがある。 
第 13 条 研究生が研究事項について証明を願い出たときは、研究証明書を交付することがあ

る。 
2 前条第 1 項の規定により聴講を許可された者が、聴講した授業科目又は修得した単位につ

いて証明を願い出たときは、聴講証明書又は単位修得証明書を交付することがある。 
第 14 条 本学の規則、命令に違反し、又は研究生の本分に反する行為のあった者は、懲戒す

る。 
2 懲戒の種類は、戒告及び退学とする。 
第 15 条 在学期間の中途で退学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なけれ

ばならない。 
第 16 条 研究生の授業料の月額は、別表のとおりとし、入学の月から 3 月分ごとに前納しな

ければならない。ただし、学年内において、3 月に満たない端数の月を生じたときは、その

端数の月分の授業料を前納しなければならない。 
2 第 12 条第 1 項の規定により聴講を許可された者は、前項に定める授業料のほか、聴講する

授業科目につき授業料を納付しなければならない。 
3 前項の授業料の額は、1 単位に相当する授業について別表のとおりとし、毎学期授業開始

前に、その学期の分を前納しなければならない。 
4 納付した授業料は、返還しない。 
5 授業料の納付すべき金額、期限、場所及び納付に関し必要な事項は、所定の場所に掲示す

る。 
第 17 条 国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定）に基づく国費

外国人留学生及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要

項（平成 3 年 4 月 11 日学術国際局長裁定）に基づく協定留学生の検定料、入学料及び授業

料は、それぞれ第 8 条、第 9 条第 1 項並びに第 16 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、

徴収しない。 
第 18 条 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者は、除籍する。 
第 19 条 この規程に定めるものを除くほか、研究生には、学生に関する規定を準用する。 
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第 9 条 研究生として入学を許可された者は、所定の期日までに入学料を納付しなければなら

ない。 
2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。 
3 第 1 項の入学料の額は、別表のとおりとする。 
第 10 条 納付した検定料及び入学料は、返還しない。 
第 11 条 研究生の在学期間は、1 年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、

在学期間の延長を許可することがある。 
第 12 条 外国人である大学院研究生で、大学院の授業科目（関連科目を含む。）のうち、その

研究事項に関連のある 1 科目又は数科目を選んで聴講を願い出たものがあるときは、学生の

履修に妨げのない場合に限り、選考の上、聴講を許可することがある。 
2 前項の規定により聴講を許可された者は、聴講した授業科目につき所定の試験を受けて単

位を修得することができる。 
3 第 1 項の規定により聴講を許可された者が、聴講単位の増減を願い出たときは、許可する

ことがある。 
第 13 条 研究生が研究事項について証明を願い出たときは、研究証明書を交付することがあ

る。 
2 前条第 1 項の規定により聴講を許可された者が、聴講した授業科目又は修得した単位につ

いて証明を願い出たときは、聴講証明書又は単位修得証明書を交付することがある。 
第 14 条 本学の規則、命令に違反し、又は研究生の本分に反する行為のあった者は、懲戒す

る。 
2 懲戒の種類は、戒告及び退学とする。 
第 15 条 在学期間の中途で退学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なけれ

ばならない。 
第 16 条 研究生の授業料の月額は、別表のとおりとし、入学の月から 3 月分ごとに前納しな

ければならない。ただし、学年内において、3 月に満たない端数の月を生じたときは、その

端数の月分の授業料を前納しなければならない。 
2 第 12 条第 1 項の規定により聴講を許可された者は、前項に定める授業料のほか、聴講する

授業科目につき授業料を納付しなければならない。 
3 前項の授業料の額は、1 単位に相当する授業について別表のとおりとし、毎学期授業開始

前に、その学期の分を前納しなければならない。 
4 納付した授業料は、返還しない。 
5 授業料の納付すべき金額、期限、場所及び納付に関し必要な事項は、所定の場所に掲示す

る。 
第 17 条 国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定）に基づく国費

外国人留学生及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要

項（平成 3 年 4 月 11 日学術国際局長裁定）に基づく協定留学生の検定料、入学料及び授業

料は、それぞれ第 8 条、第 9 条第 1 項並びに第 16 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、

徴収しない。 
第 18 条 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者は、除籍する。 
第 19 条 この規程に定めるものを除くほか、研究生には、学生に関する規定を準用する。 
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   附 則 
1 この規程は、昭和 38 年 5 月 15 日から施行し、昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。 
2 この規程施行の際、現に在学する従前の規定による研究生は、この規程による研究生とし

て入学した者とみなす。 
3 前項の規定による研究生にかかる研究料及び授業料の額については、定められた在学期間

（在学期間が延長された場合で、その延長の始期が昭和 38年 4月 1日以後のものを除く。）

が満了するまでの間は、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。 
  （省略） 
  附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 111 号改正）  
この規程は、平成 30 年 5 月 8 日から施行し、改正後の第 2 条、第 3 条及び第 6 条第 3 号の

規定（「又は」を「、」に改める部分、「第 29 条」を「第 27 条」に改める部分及び「規定する

センター等」の次に「、材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分

に限る。）は、平成 30 年 1 月 30 日から、改正後の第 2 条及び第 6 条第 3 号の規定（「、教育

部若しくは研究部」を削る部分に限る。）並びに改正後の第 7 条の規定は、平成 30 年 4 月 1
日から適用する。 
  附 則（平成 31 年 3 月 26 日規第 32 号改正）  
この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 31 年 4 月 23 日規第 73 号改正） 
この規程は、平成 31 年 4 月 23 日から施行し、改正後の第 2 条、第 3 条及び第 6 条第 3 号

の規定は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則（令和元年 11 月 26 日規第 77 号改正） 

この規程は、令和元年 11 月 26 日から施行し、改正後の第 2 条、第 3 条及び第 6 条第 3 号

の規定は、令和元年 10 月 1 日から適用する。 
 
別表 

区分 金額 備考 

検定料 9,800 円  
入学料 84,600 円  
第 16 条第 1 項に定める授業料 月額 29,700 円  

第 16 条第 3 項に定める授業料 1 単位につき 
14,800 円 
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東東北北大大学学研研究究生生規規程程細細則則  
 

昭和 38 年 5 月 15 日 
規第 50 号 

 

（入学の許可、除籍等） 
第 1 条 入学、在学期間の延長若しくは退学の許可、入学の許可の取消し又は除籍は、教授会

（教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下同じ。）又は研究科委員会の

議を経て、大学院の研究科、学部、附置研究所、国立大学法人東北大学組織運営規程（平成

16 年規第 1 号。以下「組織運営規程」という。）第 20 条第 1 項に規定する機構、同条第 3
項に規定する研究組織、組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織

運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等の長（以下「部局長」という。）が

行う。 
（懲戒） 

第 2 条 懲戒は、教授会又は研究科委員会の議を経て、部局長が行う。 
（研究証明書の交付） 

第 3 条 研究証明書の交付は、部局長が行う。 
（聴講の許可等） 

第 4 条 聴講又は聴講単位の増減の許可は、教授会又は研究科委員会の議を経て研究科長が行

う。 
（聴講証明書等の交付） 

第 5 条 聴講証明書又は単位修得証明書の交付は、研究科長が行う。 
  附 則  
この細則は、昭和 38 年 5 月 15 日から施行し、昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。 

（省略） 
  附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 112 号改正）  
この細則は、平成 30 年 5 月 8 日から施行し、改正後の第 1 条の規定（「又は」を「、」に改

める部分、「第 29 条」を「第 27 条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、

材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。）は、平成 30
年 1 月 30 日から、改正後の同条の規定（「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。）

並びに改正後の第 4 条及び第 5 条の規定は、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則（平成 31 年 4 月 23 日規第 74 号改正） 

この細則は、平成 31 年 4 月 23 日から施行し、改正後の第 1 条の規定は、平成 31 年 4 月 1
日から適用する。 

附 則（令和元年 11 月 26 日規第 78 号改正） 
この細則は、令和元年 11 月 26 日から施行し、改正後の第 1 条の規定は、令和元年 10 月 1

日から適用する。 
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東東北北大大学学研研究究生生規規程程細細則則  
 

昭和 38 年 5 月 15 日 
規第 50 号 

 

（入学の許可、除籍等） 
第 1 条 入学、在学期間の延長若しくは退学の許可、入学の許可の取消し又は除籍は、教授会

（教授会が置かれていない場合は、これに相当する組織。以下同じ。）又は研究科委員会の

議を経て、大学院の研究科、学部、附置研究所、国立大学法人東北大学組織運営規程（平成

16 年規第 1 号。以下「組織運営規程」という。）第 20 条第 1 項に規定する機構、同条第 3
項に規定する研究組織、組織運営規程第 21 条に規定する学内共同教育研究施設等又は組織

運営規程第 22 条から第 26 条までに規定するセンター等の長（以下「部局長」という。）が

行う。 
（懲戒） 

第 2 条 懲戒は、教授会又は研究科委員会の議を経て、部局長が行う。 
（研究証明書の交付） 

第 3 条 研究証明書の交付は、部局長が行う。 
（聴講の許可等） 

第 4 条 聴講又は聴講単位の増減の許可は、教授会又は研究科委員会の議を経て研究科長が行

う。 
（聴講証明書等の交付） 

第 5 条 聴講証明書又は単位修得証明書の交付は、研究科長が行う。 
  附 則  
この細則は、昭和 38 年 5 月 15 日から施行し、昭和 38 年 4 月 1 日から適用する。 

（省略） 
  附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 112 号改正）  
この細則は、平成 30 年 5 月 8 日から施行し、改正後の第 1 条の規定（「又は」を「、」に改

める部分、「第 29 条」を「第 27 条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、

材料科学高等研究所又は学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。）は、平成 30
年 1 月 30 日から、改正後の同条の規定（「、教育部若しくは研究部」を削る部分に限る。）

並びに改正後の第 4 条及び第 5 条の規定は、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則（平成 31 年 4 月 23 日規第 74 号改正） 

この細則は、平成 31 年 4 月 23 日から施行し、改正後の第 1 条の規定は、平成 31 年 4 月 1
日から適用する。 

附 則（令和元年 11 月 26 日規第 78 号改正） 
この細則は、令和元年 11 月 26 日から施行し、改正後の第 1 条の規定は、令和元年 10 月 1

日から適用する。 
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東東北北大大学学大大学学院院通通則則  
 

昭和 28 年 11 月 16 日 

制定 

改正 令和 6 年 1 月 30 日規第 15 号 

目次 
第 1 章 総則（第 1 条―第 9 条） 
第 2 章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻（第 10 条―第 21 条） 
第 3 章 休学（第 22 条―第 24 条） 
第 4 章 転学、退学及び除籍（第 25 条―第 27 条） 
第 5 章 教育方法等（第 28 条―第 30 条） 
第 5 章の 2 他の大学院等における修学及び留学等（第 31 条―第 31 条の 5） 
第 6 章 課程修了及び学位授与（第 32 条―第 37 条） 
第 7 章 懲戒（第 38 条） 
第 8 章 授業料（第 39 条―第 44 条の 2） 
第 9 章 科目等履修生（第 44 条の 3―第 44 条の 10） 
第 9 章の 2 特別聴講学生及び特別研究学生（第 44 条の 11―第 44 条の 17） 
第 10 章 外国学生（第 45 条―第 46 条の 2） 
第 11 章 インターネット・スクール（第 47 条） 
附則 

 
   第 1 章 総則 
 
第 1 条 東北大学大学院（以下「本大学院」という。）は、学術の理論及び応用を教授研究し、

その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能

力を培い、ひろく文化の発展に寄与することを目的とする。 
2 本大学院のうち、専門職大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求

められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 
3 次条第 1 項又は第 3 条の規定により本大学院に置かれる研究科若しくは専攻又は課程ごと

の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、研究科規程の定めるとこ

ろによる。 
第 2 条 本大学院に置く研究科及び専攻は、次のとおりとする。 

文学研究科 日本学専攻、広域文化学専攻、総合人間学専攻 
教育学研究科 総合教育科学専攻 
法学研究科 総合法制専攻、公共法政策専攻、法政理論研究専攻 
経済学研究科 経済経営学専攻、会計専門職専攻 
理学研究科 数学専攻、物理学専攻、天文学専攻、地球物理学専攻、化学専攻、地学専攻 
医学系研究科 医科学専攻、障害科学専攻、保健学専攻、公衆衛生学専攻 
歯学研究科 歯科学専攻 
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薬学研究科 分子薬科学専攻、生命薬科学専攻、医療薬学専攻 
工学研究科 機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、ロボティクス専攻、航空宇宙

工学専攻、量子エネルギー工学専攻、電気エネルギーシステム専攻、通信工

学専攻、電子工学専攻、応用物理学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、バ

イオ工学専攻、金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻、材料

システム工学専攻、土木工学専攻、都市・建築学専攻、技術社会システム専

攻 
農学研究科 生物生産科学専攻、農芸化学専攻 
国際文化研究科 国際文化研究専攻 
情報科学研究科 情報基礎科学専攻、システム情報科学専攻、人間社会情報科学専攻、 

応用情報科学専攻 
生命科学研究科 脳生命統御科学専攻、生態発生適応科学専攻、分子化学生物学専攻 
環境科学研究科 先進社会環境学専攻、先端環境創成学専攻 
医工学研究科 医工学専攻 

2 研究科の定員は、別表第 1 のとおりとする。 
第 2 条の 2 前条に定めるもののほか、本大学院の次条に定める博士課程に、履修上の区分と

して、学位プログラムを置く。 
2 学位プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 
第 3 条 本大学院に、別表第 1 のとおり修士課程、博士課程及び専門職学位課程を置く。 
第 3 条の 2 医学系研究科、歯学研究科及び薬学研究科以外の研究科の博士課程は、前期 2 年

の課程（以下「前期課程」という。）及び後期 3 年の課程（以下「後期課程」という。）に区

分する課程（以下「区分課程」という。）とし、前期課程は、修士課程として取り扱う。 
2 医学系研究科医科学専攻の博士課程は、医学を履修する課程（以下「医学履修課程」とい

う。）とし、医学系研究科障害科学専攻及び保健学専攻の博士課程は、区分課程とする。 
3 歯学研究科の博士課程は、歯学を履修する課程（以下「歯学履修課程」という。）とする。 
4 薬学研究科医療薬学専攻の博士課程は、薬学を履修する課程（以下「薬学履修課程」とい

う。）とし、薬学研究科分子薬科学専攻及び生命薬科学専攻の博士課程は、区分課程とする。 
第 3 条の 3 法学研究科総合法制専攻の専門職学位課程は、法科大学院の課程とする。 
第 3 条の 4 修士課程及び前期課程（以下「修士課程等」という。）は、広い視野に立って精

深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職

業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 
第 3 条の 5 後期課程並びに医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程は、専攻分野につ

いて研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに

必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
第 3 条の 6 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓

越した能力を培うことを目的とする。 
第 3 条の 7 法科大学院の課程は、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする。 
第 4 条 修士課程等の標準修業年限は、2 年とする。ただし、教育研究上の必要があると認め

られる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応

じ、その標準修業年限は、2 年を超えるものとすることがある。 
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薬学研究科 分子薬科学専攻、生命薬科学専攻、医療薬学専攻 
工学研究科 機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、ロボティクス専攻、航空宇宙

工学専攻、量子エネルギー工学専攻、電気エネルギーシステム専攻、通信工

学専攻、電子工学専攻、応用物理学専攻、応用化学専攻、化学工学専攻、バ

イオ工学専攻、金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻、材料

システム工学専攻、土木工学専攻、都市・建築学専攻、技術社会システム専

攻 
農学研究科 生物生産科学専攻、農芸化学専攻 
国際文化研究科 国際文化研究専攻 
情報科学研究科 情報基礎科学専攻、システム情報科学専攻、人間社会情報科学専攻、 

応用情報科学専攻 
生命科学研究科 脳生命統御科学専攻、生態発生適応科学専攻、分子化学生物学専攻 
環境科学研究科 先進社会環境学専攻、先端環境創成学専攻 
医工学研究科 医工学専攻 

2 研究科の定員は、別表第 1 のとおりとする。 
第 2 条の 2 前条に定めるもののほか、本大学院の次条に定める博士課程に、履修上の区分と

して、学位プログラムを置く。 
2 学位プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 
第 3 条 本大学院に、別表第 1 のとおり修士課程、博士課程及び専門職学位課程を置く。 
第 3 条の 2 医学系研究科、歯学研究科及び薬学研究科以外の研究科の博士課程は、前期 2 年

の課程（以下「前期課程」という。）及び後期 3 年の課程（以下「後期課程」という。）に区

分する課程（以下「区分課程」という。）とし、前期課程は、修士課程として取り扱う。 
2 医学系研究科医科学専攻の博士課程は、医学を履修する課程（以下「医学履修課程」とい

う。）とし、医学系研究科障害科学専攻及び保健学専攻の博士課程は、区分課程とする。 
3 歯学研究科の博士課程は、歯学を履修する課程（以下「歯学履修課程」という。）とする。 
4 薬学研究科医療薬学専攻の博士課程は、薬学を履修する課程（以下「薬学履修課程」とい

う。）とし、薬学研究科分子薬科学専攻及び生命薬科学専攻の博士課程は、区分課程とする。 
第 3 条の 3 法学研究科総合法制専攻の専門職学位課程は、法科大学院の課程とする。 
第 3 条の 4 修士課程及び前期課程（以下「修士課程等」という。）は、広い視野に立って精

深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職

業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 
第 3 条の 5 後期課程並びに医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程は、専攻分野につ

いて研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに

必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
第 3 条の 6 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓

越した能力を培うことを目的とする。 
第 3 条の 7 法科大学院の課程は、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする。 
第 4 条 修士課程等の標準修業年限は、2 年とする。ただし、教育研究上の必要があると認め

られる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応

じ、その標準修業年限は、2 年を超えるものとすることがある。 
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2 前項の規定にかかわらず、修士課程等においては、主として実務の経験を有する者に対し

て教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定

の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じ

ないときは、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、

標準修業年限を 1 年以上 2 年未満の期間とすることがある。 
3 修士課程等の在学年限は、4 年（2 年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の

履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の 2 倍の期間）とする。 
第 4 条の 2 後期課程の標準修業年限は、3 年とする。ただし、教育研究上の必要があると認

められる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に

応じ、その標準修業年限は、3 年を超えるものとすることがある。 
2 後期課程の在学年限は、6 年（3 年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の

履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の 2 倍の期間）とする。 
第 5 条 医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程の標準修業年限は、4 年とする。ただ

し、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科の定めるところにより、研究科、

専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、4 年を超えるものとすることが

ある。 
2 前項の課程の在学年限は、8 年（4 年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生

の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の 2 倍の期間）とする。 
第 5 条の 2 法科大学院の課程を除く専門職学位課程の標準修業年限は、2 年又は 1 年以上 2
年未満の期間とする。 

2 前項の規定にかかわらず、法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、主として

実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特

定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、

研究科の定めるところにより、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業

年限が 2 年の課程にあっては 1 年以上 2 年未満の期間又は 2 年を超える期間とし、その標準

修業年限が 1 年以上 2 年未満の期間にあっては当該期間を超える期間とすることがある。 
3 法科大学院の課程を除く専門職学位課程の在学年限は、4 年（2 年以外の標準修業年限を定

める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限の 2 倍の期間）と

する。 
第 5 条の 3 法科大学院の課程の標準修業年限は、3 年とする。 
2 法科大学院の課程における課程修了のための在学年限は、6 年とする。ただし、法科大学

院の課程において法学の基礎的な学識を有すると認める者（以下「法学既修者」という。）

にあっては、その在学年限を 4 年とする。 
3 法科大学院の課程における各年次ごとに定める必要単位数の修得のための在学年限は、各

年次 2 年とする。ただし、法科大学院の課程において病気その他やむを得ない事情があると

認めた場合にあっては、その在学年限を各年次 2 年を超えた期間とすることがある。 
第 5 条の 4 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、研究科の定めるところにより、そ

の計画的な履修を許可することがある。 
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者（以下「長期履修学生」という。）が、当該

在学期間について短縮することを願い出たときは、研究科の定めるところにより、その在学

期間の短縮を許可することがある。 
3 長期履修学生は、標準修業年限の２倍の期間（第 32 条の 2、第 33 条の 4 又は第 35 条の 2

の規定により在学したものとみなされた長期履修学生にあっては、標準修業年限の 2 倍の期

間から第 32 条の 2、第 33 条の 4 又は第 35 条の 2 の規定により在学したものとみなされた
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期間を減じた期間）を超えて在学することができない。 
第 6 条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
第 7 条 学年を分けて、次の 2 学期とする。 

第 1 学期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 
第 2 学期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

第 8 条 定期休業日は、次のとおりとする。 
日曜日及び土曜日 
国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
東北大学創立記念日 6 月 22 日 
春季休業 4 月 1 日から 4 月 7 日まで 
夏季休業 7 月 11 日から 9 月 10 日まで 
冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7 日まで 

2 定期休業日において、必要がある場合には、授業を行うことがある。 
3 春季、夏季及び冬季の休業の期間は、必要がある場合には、変更することがある。 
4 臨時休業日は、その都度定める。 
第 9 条 削除 
 

第 2 章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻 
 
第 10 条 入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻の時期は、学年の初めから 30 日以内

とする。 
2 前項の規定にかかわらず、入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻の時期は、第 2
学期の初めから 31 日以内とすることがある。 

3 再入学の時期は、その都度定める。 
第 11 条 修士課程等及び専門職学位課程においては、次の各号の一に該当し、かつ、所定の

選考に合格した者に対して入学を許可する。 
一 大学を卒業した者 
二 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 104 条第 7 項の規定によ

り学士の学位を授与された者 
三 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 
五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 
六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外

国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である
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期間を減じた期間）を超えて在学することができない。 
第 6 条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
第 7 条 学年を分けて、次の 2 学期とする。 

第 1 学期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 
第 2 学期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

第 8 条 定期休業日は、次のとおりとする。 
日曜日及び土曜日 
国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
東北大学創立記念日 6 月 22 日 
春季休業 4 月 1 日から 4 月 7 日まで 
夏季休業 7 月 11 日から 9 月 10 日まで 
冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7 日まで 

2 定期休業日において、必要がある場合には、授業を行うことがある。 
3 春季、夏季及び冬季の休業の期間は、必要がある場合には、変更することがある。 
4 臨時休業日は、その都度定める。 
第 9 条 削除 
 

第 2 章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻 
 
第 10 条 入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻の時期は、学年の初めから 30 日以内

とする。 
2 前項の規定にかかわらず、入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻の時期は、第 2
学期の初めから 31 日以内とすることがある。 

3 再入学の時期は、その都度定める。 
第 11 条 修士課程等及び専門職学位課程においては、次の各号の一に該当し、かつ、所定の

選考に合格した者に対して入学を許可する。 
一 大学を卒業した者 
二 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号。以下「法」という。）第 104 条第 7 項の規定によ

り学士の学位を授与された者 
三 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 
五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 
六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外

国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である

 
 — 63 —

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 
七 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日

以後に修了した者 
八 文部科学大臣の指定した者 
九 大学に 3 年以上在学した者、外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者、

外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 15 年の課程を修了した者又は我が国において、外国の大学の課

程（その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ

って、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本大学院において、

所定の単位を優秀な成績で修得したと認めたもの 
十 法第 102 条第 2 項の規定により他の大学の大学院（以下「他の大学院」という。）に入

学した者であって、本大学院において、その教育を受けるにふさわしい学力があると認め

たもの 
十一 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、22 歳に達したもの 
第 12 条 医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程においては、次の各号の一に該当し、

かつ、所定の選考に合格した者に対して入学を許可する。  
一 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者 
二 外国において、学校教育における 18 年の課程を修了した者 
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 18 年の課程を修了した者 
四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 18 年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 
五 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外

国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 5 年以上である

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 
六 文部科学大臣の指定した者 
七 大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程に 4 年以上在学した者、外国に

おいて学校教育における 16 年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含

むものに限る。以下この号において同じ。）を修了した者、外国の学校が行う通信教育に

おける授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 16 年

の課程を修了した者又は我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す
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るものの当該課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績で修得し

たと認めたもの 
八 法第 102 条第 2 項の規定により他の大学院（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する

課程を含むものに限る。）に入学した者であって、本大学院において、その教育を受ける

にふさわしい学力があると認めたもの 
九 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、24 歳に達したもの 
第 13 条 本大学院を中途退学した者又は除籍された者が、再入学（在学していた同一専攻に

限る。） を願い出たときは、研究科規程の定めるところにより、選考の上、再入学を許可す

ることがある。 
第 14 条 修士課程、前期課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き後期課程、医学履修

課程、歯学履修課程又は薬学履修課程に進学（志願しようとする研究科又は専攻が、修士課

程、前期課程又は専門職学位課程における研究科又は専攻と異なる場合を含む。）すること

を願い出た者に対しては、研究科規程の定めるところにより、選考の上、進学を許可する。 
第 15 条 後期課程及び法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、研究科規程の定

めるところにより、次の各号の一に該当し、かつ、所定の選考に合格した者に対して編入学

を許可することがある。 
一 修士の学位又は専門職学位を有する者 
二 外国の大学の大学院（以下「外国の大学院」という。）において、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 
四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの（以下「外国の

大学院の 課程を有する教育施設」という。）の当該課程を修了し、修士の学位又は専門職

学位に相当する学位を授与された者  
五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭

和 51 年法律第 72 号）第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議

に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修

士の学位に相当する学位を授与された者 
六 外国の学校、外国の大学院の課程を有する教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修

し、大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 16 条の 2 に規定する試験及び審査

に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 
七 文部科学大臣の指定した者 
八 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 
第 16 条 次の各号の一に該当する者に対しては、研究科規程の定めるところにより、選考の

上、転科又は転入学を許可することがある。 
一 本大学院に在学する者で、課程の中途において他の研究科に転科を志願するもの 
二 他の大学院に在学する者で、課程の中途において本大学院に転入学を志願するもの 
三 外国の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」という。）

に在学する者、我が国において、外国の大学院の課程を有する教育施設の当該課程に在学

する者（法第 102 条第 1 項に規定する者に限る。）又は国際連合大学の課程に在学する者



‒ 65 ‒
 
 — 64 —

るものの当該課程を修了した者で、本大学院において、所定の単位を優秀な成績で修得し

たと認めたもの 
八 法第 102 条第 2 項の規定により他の大学院（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する

課程を含むものに限る。）に入学した者であって、本大学院において、その教育を受ける

にふさわしい学力があると認めたもの 
九 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、24 歳に達したもの 
第 13 条 本大学院を中途退学した者又は除籍された者が、再入学（在学していた同一専攻に

限る。） を願い出たときは、研究科規程の定めるところにより、選考の上、再入学を許可す

ることがある。 
第 14 条 修士課程、前期課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き後期課程、医学履修

課程、歯学履修課程又は薬学履修課程に進学（志願しようとする研究科又は専攻が、修士課

程、前期課程又は専門職学位課程における研究科又は専攻と異なる場合を含む。）すること

を願い出た者に対しては、研究科規程の定めるところにより、選考の上、進学を許可する。 
第 15 条 後期課程及び法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、研究科規程の定

めるところにより、次の各号の一に該当し、かつ、所定の選考に合格した者に対して編入学

を許可することがある。 
一 修士の学位又は専門職学位を有する者 
二 外国の大学の大学院（以下「外国の大学院」という。）において、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 
四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの（以下「外国の

大学院の 課程を有する教育施設」という。）の当該課程を修了し、修士の学位又は専門職

学位に相当する学位を授与された者  
五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭

和 51 年法律第 72 号）第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議

に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し、修

士の学位に相当する学位を授与された者 
六 外国の学校、外国の大学院の課程を有する教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修

し、大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 16 条の 2 に規定する試験及び審査

に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 
七 文部科学大臣の指定した者 
八 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 
第 16 条 次の各号の一に該当する者に対しては、研究科規程の定めるところにより、選考の

上、転科又は転入学を許可することがある。 
一 本大学院に在学する者で、課程の中途において他の研究科に転科を志願するもの 
二 他の大学院に在学する者で、課程の中途において本大学院に転入学を志願するもの 
三 外国の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」という。）

に在学する者、我が国において、外国の大学院の課程を有する教育施設の当該課程に在学

する者（法第 102 条第 1 項に規定する者に限る。）又は国際連合大学の課程に在学する者
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で、課程の中途において本大学院に転入学を志願するもの 
2 研究科内における課程の中途の転専攻は、研究科規程の定めるところにより、選考の上、

許可することがある。 
3 第 1 項の規定により転科又は転入学を志願する場合は、現に在学する研究科の長又は大学

の長の許可書を願書に添付しなければならない。 
第 16 条の 2 本大学院に入学又は編入学を許可された者が、本大学院に入学し、又は編入学

する前に本大学院、他の大学院、外国の大学院等又は外国の大学院の課程を有する教育施設

若しくは国際連合大学（以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。）の当該

教育課程において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置基準第 15 条におい

て準用する大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）第 31 条第 1 項に規定する科目等履

修生及び同条第 2 項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）は、研究科

において教育上有益と認めるときは、研究科規程の定めるところにより、本大学院において

修得した単位とみなすことがある。 

2 修士課程等、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程において前項の規定

により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は 15 単位までとし、同項

及び第 31 条の 4 第 1 項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて

20 単位までとする。 
3 法科大学院の課程を除く専門職学位課程において第 1 項の規定により本大学院において修

得したものとみなすことができる単位数は、第 31 条の 5 第 1 項の規定により修得したもの

とみなす単位数と合わせて当該専門職学位課程が修了の要件として定める 30 単位以上の単

位数の 2 分の 1 までとする。 
4 法科大学院の課程において第 1 項の規定により本大学院において修得したものとみなすこ

とができる単位数は、第 31 条の 5 第 1 項及び第 35 条の 4 の規定により修得したものとみ

なす単位数（第 31 条の 5 第 3 項ただし書きの規定により 30 単位を超えて修得したものと

みなす単位を除く。）と合わせて 30 単位までとする。 
5 前項の規定にかかわらず、法学既修者であって法科大学院の教育と司法試験等との連携等

に関する法律（平成 14 年法律第 139 号。以下「連携法」という。）第 6 条第 2 項第 1 号に

規定する連携法曹基礎課程（以下単に「連携法曹基礎課程」という。）を修了したもの（以

下単に「連携法曹基礎課程修了者」という。）について、本大学院において修得したものと

みなすことができる単位数は、第 31 条の 5 第 1 項及び第 35 条の 4 の規定より修得したも

のとみなす単位数（第 31 条の 5 第 4 項ただし書きの規定により 46 単位を超えて修得した

ものとみなす単位を除く。）と合わせて 46 単位までとする。 
（平 6 規 21・追加、平 14 規 34・平 16 規 86・平 17 規 170・平 22 規 97・平 24 規 31・
平 24 規 85・平 27 規 65・平 28 規 55・平 30 規 54・令 3 規 18・令 4 規 40・令 5 規

1・一部改正） 

第 16 条の 3 再入学、転科、転入学又は転専攻を許可された者の既に修得した授業科目及び

単位数並びに在学期間については、教授会又は研究科委員会（以下「教授会等」という。）

において、審査の上、その一部又は全部を認める。 
第 17 条 入学、進学、編入学、転科、転入学又は転専攻を志願する者は、それぞれ所定の期

日までに、再入学を志願する者は再入学を願い出るときに、願書を提出しなければならない。 

2 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学又は転専攻を許可された者で、前項の願い出

において虚偽又は不正の事実があったことが判明したものに対しては、当該許可を取り消す

ことがある。 

第 18 条 入学、再入学、編入学又は転入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付し

なければならない。 
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2 前項の検定料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 19 条 入学、再入学、編入学又は転入学を許可された者は、入学料の免除又は徴収猶予の

許可を願い出た場合を除き、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。  
2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学、再入学、編入学又は転

入学の許可を取り消す。 
3 第 1 項の入学料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 19 条の 2 次の各号の一に該当する者(外国人留学生を除く。)に対しては、入学料の全部又

は一部を免除することがある。 
一 入学、再入学（第１学期又は第２学期の初めにおける再入学に限る。）、編入学又は転入

学（以下この条及び次条において「入学等」という。）を許可された者で、経済的理由に

より入学料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められ

るもの 
二 後期課程、医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程に入学等を許可された者で、

学業が優秀であると認められ、かつ、総長が別に定める事由に該当するもの 
2 前項に規定する者のほか、特別の事情により入学料を納付することが著しく困難であると

認められる者に対しては、入学料の全部又は一部を免除することがある。 
第 19 条の 3 入学等を許可された者で、経済的理由により入学料を納付することが困難であ

ると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるものに対しては、入学料の徴収を猶予

することがある。 
２ 前項に規定する者のほか、特別の事情により入学料を納付することが著しく困難であると

認められる者に対しては、入学料の徴収を猶予することがある。 
第 19 条の 4 前二条に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては、別に定める。 
第 20 条 納付した検定料及び入学料は、返付しない。 
2 前項の規定にかかわらず、出願書類等による選抜（以下「第 1 段階目の選抜」という。）を

行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第 2 段階目の選抜」という。）

を実施する場合において、第 1 段階目の選抜に合格しなかった者については、その者の申出

により、第 18 条に規定する検定料のうち第 2 段階目の選抜に係る額を返付する。 
第 21 条 入学、再入学、編入学又は転入学を許可された者は、所定の期日までに、東北大学

（以下「本学」という。）所定の宣誓書を提出しなければならない。 
2 前項の宣誓書を所定の期日までに提出しない者に対しては、入学、再入学、編入学又は転

入学の許可を取り消す。 
 
   第 3 章 休学 
 
第 22 条 病気その他の事故により引き続き 3 月以上修学することができない者は、所定の手

続を経て、休学の許可を願い出ることができる。 
2 休学期間は、引き続き 1 年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、

1 年を超えて許可することがある。 
3 休学期間は、修士課程等にあっては 2 年（2 年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻

又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数）を、後期課程にあっては

3年（3 年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、

当該標準修業年限と同年数）を、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程にあっては
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2 前項の検定料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 19 条 入学、再入学、編入学又は転入学を許可された者は、入学料の免除又は徴収猶予の

許可を願い出た場合を除き、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。  
2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学、再入学、編入学又は転

入学の許可を取り消す。 
3 第 1 項の入学料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 19 条の 2 次の各号の一に該当する者(外国人留学生を除く。)に対しては、入学料の全部又

は一部を免除することがある。 
一 入学、再入学（第１学期又は第２学期の初めにおける再入学に限る。）、編入学又は転入

学（以下この条及び次条において「入学等」という。）を許可された者で、経済的理由に

より入学料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められ

るもの 
二 後期課程、医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程に入学等を許可された者で、

学業が優秀であると認められ、かつ、総長が別に定める事由に該当するもの 
2 前項に規定する者のほか、特別の事情により入学料を納付することが著しく困難であると

認められる者に対しては、入学料の全部又は一部を免除することがある。 
第 19 条の 3 入学等を許可された者で、経済的理由により入学料を納付することが困難であ

ると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるものに対しては、入学料の徴収を猶予

することがある。 
２ 前項に規定する者のほか、特別の事情により入学料を納付することが著しく困難であると

認められる者に対しては、入学料の徴収を猶予することがある。 
第 19 条の 4 前二条に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては、別に定める。 
第 20 条 納付した検定料及び入学料は、返付しない。 
2 前項の規定にかかわらず、出願書類等による選抜（以下「第 1 段階目の選抜」という。）を

行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第 2 段階目の選抜」という。）

を実施する場合において、第 1 段階目の選抜に合格しなかった者については、その者の申出

により、第 18 条に規定する検定料のうち第 2 段階目の選抜に係る額を返付する。 
第 21 条 入学、再入学、編入学又は転入学を許可された者は、所定の期日までに、東北大学

（以下「本学」という。）所定の宣誓書を提出しなければならない。 
2 前項の宣誓書を所定の期日までに提出しない者に対しては、入学、再入学、編入学又は転

入学の許可を取り消す。 
 
   第 3 章 休学 
 
第 22 条 病気その他の事故により引き続き 3 月以上修学することができない者は、所定の手

続を経て、休学の許可を願い出ることができる。 
2 休学期間は、引き続き 1 年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合には、

1 年を超えて許可することがある。 
3 休学期間は、修士課程等にあっては 2 年（2 年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻

又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限と同年数）を、後期課程にあっては

3年（3 年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、

当該標準修業年限と同年数）を、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程にあっては
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4 年（4 年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、

当該標準修業年限と同年数）を、法科大学院の課程を除く専門職学位課程にあっては 2 年（2
年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準

修業年限と同年数）を、法科大学院の課程にあっては各年次 1 年を超えることができない。

ただし、特別の事情がある場合には、願い出によりその延長を許可することがある。 
4 休学期間内に、その事故がなくなったときは、復学の許可を願い出ることができる。 
第 23 条 病気その他の事情により修学が不適当と認められる者に対しては、休学を命ずるこ

とがある。 
2 休学期間内に、その事情がなくなったときは、復学を命ずる。 
第 24 条 休学が引き続き 3 月以上にわたるときは、その期間は、在学年数に算入しない。 
 
   第 4 章 転学、退学及び除籍 
 
第 25 条 他の大学院に転学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければな

らない。 
第 26 条 退学しようとする者は、理由を具して、その許可を願い出なければならない。 
第 27 条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。 

一 病気その他の事故により、成業の見込みがないと認められる者 
二 第 4 条第 3 項、第 4 条の 2 第 2 項、第 5 条第 2 項、第 5 条の 2 第 3 項並びに第 5 条の

3 第 2 項及び第 3 項に規定する在学年限を経て、なお所定の課程を修了し、又は必要単位

数を修得できない者 
三 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者、3 分の 2 の額、半額若しくは 3

分の 1の額の免除若しくは徴収猶予を許可された者又は免除若しくは徴収猶予の許可を

取り消された者で、その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの 
四 授業料の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しない者 
五 第 22 条第 3 項に規定する休学期間に達しても、なお修学できない者 

 

   第 5 章 教育方法等 
 

第 28 条 修士課程等、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程の教育は、

授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって

行う。 
2 専門職学位課程の教育は、授業科目の授業によって行う。 
第 28 条の 2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 
2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
第 28 条の 3 専門職大学院は、前条第 1 項の授業を行う場合には、その目的を達成し得る実

践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査、双方向又は多方向に行われる討

論又は質疑応答その他の適切な方法により行う。 
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2 専門職大学院は、当該専攻分野の授業について、前条第 2 項の規定によって十分な教育効

果が得られると研究科において認める場合には、授業を行う教室等以外の場所で授業を履修

させることができる。 
第 28 条の 4 教育上特別の必要があると研究科において認める場合には、夜間その他特定の

時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがある。 
第 28 条の 5 授業科目の単位の計算方法は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、おおむね次の基準によるものとする。 
一 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲の時間の授業をもって 1 単位

とする。 
二 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲の時間の授業をもって

1 単位とする。 
三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合は、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮した時間の授業を

もって 1 単位とする。 
2 前項の規定にかかわらず、学位論文等に係る授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、

単位数を定めるものとする。 
第 28 条の 6 1 学年の授業を行う期間は、35 週にわたることを原則とする。 
第 28 条の 7 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8 週、10 週

又は 15 週その他各研究科が定める適切な期間を単位として行うものとする。  
第 28 条の 8 研究科は、授業及び研究指導の方法及び内容、1 学年の授業及び研究指導の計画

並びに学修の成果及び学位論文に係る評価及び修了の認定の基準（専門職大学院にあっては、

授業の方法及び内容、1 学年の授業の計画並びに学修の成果に係る評価及び修了の認定の基

準）をあらかじめ明示するものとする。 
第 28 条の 9 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学

生が 1 学年又は 1 学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるもの

とする。 
第 28 条の 10 学生が他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続を経て、

その許可を受けなければならない。 
第 29 条 本大学院の課程における正規の授業を受け、所定の授業科目を履修した者に対して

は、所定の時期に試験その他の各研究科が定める適切な方法（以下「試験等」という。）に

より学修の成果を評価し所定の単位を与える。 
2 試験等の方法は、教授会等が定める。 

（昭 30 年 7 月 1 日・昭 38 規 45・昭 44 規 26・一部改正、昭 50 規 9・全改、平 5 規 64・
平 12 規 29・一部改正、平 16 規 86・旧第 30 条繰上・令 5 規 1・一部改正） 

第 29 条の 2 試験に合格した者には、所定の単位を与える。 
第 30 条 この章に規定するもののほか、教育方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 第 5 章の 2 他の大学院等における修学及び留学等 
第 31 条 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると研究科において

認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院と協議の上、学生が当該他の大学院の授業科目

を履修することを認めることがある。 
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業
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2 専門職大学院は、当該専攻分野の授業について、前条第 2 項の規定によって十分な教育効

果が得られると研究科において認める場合には、授業を行う教室等以外の場所で授業を履修

させることができる。 
第 28 条の 4 教育上特別の必要があると研究科において認める場合には、夜間その他特定の

時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがある。 
第 28 条の 5 授業科目の単位の計算方法は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、おおむね次の基準によるものとする。 
一 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲の時間の授業をもって 1 単位

とする。 
二 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲の時間の授業をもって

1 単位とする。 
三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用に

より行う場合は、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮した時間の授業を

もって 1 単位とする。 
2 前項の規定にかかわらず、学位論文等に係る授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、

単位数を定めるものとする。 
第 28 条の 6 1 学年の授業を行う期間は、35 週にわたることを原則とする。 
第 28 条の 7 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8 週、10 週

又は 15 週その他各研究科が定める適切な期間を単位として行うものとする。  
第 28 条の 8 研究科は、授業及び研究指導の方法及び内容、1 学年の授業及び研究指導の計画

並びに学修の成果及び学位論文に係る評価及び修了の認定の基準（専門職大学院にあっては、

授業の方法及び内容、1 学年の授業の計画並びに学修の成果に係る評価及び修了の認定の基

準）をあらかじめ明示するものとする。 
第 28 条の 9 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学

生が 1 学年又は 1 学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるもの

とする。 
第 28 条の 10 学生が他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、所定の手続を経て、

その許可を受けなければならない。 
第 29 条 本大学院の課程における正規の授業を受け、所定の授業科目を履修した者に対して

は、所定の時期に試験その他の各研究科が定める適切な方法（以下「試験等」という。）に

より学修の成果を評価し所定の単位を与える。 
2 試験等の方法は、教授会等が定める。 

（昭 30 年 7 月 1 日・昭 38 規 45・昭 44 規 26・一部改正、昭 50 規 9・全改、平 5 規 64・
平 12 規 29・一部改正、平 16 規 86・旧第 30 条繰上・令 5 規 1・一部改正） 

第 29 条の 2 試験に合格した者には、所定の単位を与える。 
第 30 条 この章に規定するもののほか、教育方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 第 5 章の 2 他の大学院等における修学及び留学等 
第 31 条 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると研究科において

認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院と協議の上、学生が当該他の大学院の授業科目

を履修することを認めることがある。 
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業
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科目を我が国において履修する場合について準用する。 
3 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると研究科において認めるときは、当該外国の

大学院等との協議を欠くことができる。 
第 31 条の 2 学生が他の大学院若しくは研究所等（以下「他の大学院等」という。）又は外国

の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導を受けることが教育上有益であると

研究科において認めるときは、あらかじめ、当該他の大学院等又は外国の大学院の課程を有

する教育施設 等と協議の上、学生が当該他の大学院等又は外国の大学院の課程を有する教

育施設等において研究指導の一部を受けることを認めることがある。この場合において、修

士課程又は前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1 年を超えないも

のとする。 
第 31 条の 3 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると研究科にお

いて認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学する

ことを認めることがある。 
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると研究科において認めるときは、当該外国の

大学院等との協議を欠くことができる。 
3 留学の期間は、在学年数に算入する。 
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合につい

て準用する。 
第 31 条の 4 修士課程等、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程におい

ては、第 31 条第 1 項及び第 2 項の規定により履修した授業科目について修得した単位、第

31 条の 2 の規定により受けた研究指導並びに前条第 1 項及び第 4 項の規定により留学し、

及び休学中に修学して得た成果は、研究科規程の定めるところにより、本大学院において修

得した単位又は受けた研究指導とみなす。 
2  前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、15 単

位までとし、第 16 条の 2 第 1 項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる

単位数は合わせて 20 単位までとする。 
第 31 条の 5 専門職学位課程においては、第 31 条第 1 項及び第 2 項の規定により履修した授

業科目について修得した単位並びに第 31 条の 3 第 1 項及び第 4 項の規定により留学し、及

び休学中に修学して得た成果は、研究科の定めるところにより、本大学院において修得した

単位とみなす。 
2 前項の規定により本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第 16
条の2第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職学位課程が修

了の要件として定める 30 単位以上の単位数の 2 分の 1 までとする。 
3 前項の規定にかかわらず、法科大学院の課程にあっては、本大学院において修得したもの

とみなすことができる単位数は、第 16 条の 2 第 1 項の規定及び第 35 条の 4 の規定により

修得したものとみなす単位数と合わせて 30 単位までとする。ただし、93 単位を超える単位

を修了の要件とする場合には、その超える分の単位数に限り、30 単位を超えて修得したも

のとみなすことができる。 
4 前二項の規定にかかわらず、法科大学院の課程において連携法曹基礎課程修了者にあって

は、本大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、第 16 条の 2 第 1 項の

規定及び第 35 条の 4 の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて 46 単位までと

する。ただし、93 単位を超える単位を修了の要件とする場合には、その超える分の単位数

に限り、46 単位を超えて修得したものとみなすことができる。 
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   第 6 章 課程修了及び学位授与 
 
第 32 条 修士課程又は前期課程を修了するためには、2 年（2 年以外の標準修業年限を定める

研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、研究科

規程の定めるところにより、授業科目について 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、修士課程等の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果（以

下「修士論文等」という。）を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会等において認めた場合に

は、1 年以上（次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。）在学すれば足り

るものとする。 
2 前項の場合（前期課程を修了する場合に限る。）において、博士課程の目的を達成するため

に必要と認められる場合には、研究科規程の定めるところにより、修士論文等の審査及び最

終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすること

がある。 
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基

礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程にお

いて修得すべきものについての審査 

第 32 条の 2 修士課程等においては、第 16 条の 2 第 1 項の規定により本大学院に入学する前

に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得に

より修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科規程の定め

るところにより、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年までの期間在学

したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は前期課程に少

なくとも 1 年以上在学しなければならない。 
第 33 条 修士論文等は、第 3 条の 4 に掲げる学識及び能力を証示するに足るものでなければ

ならない。 
2 修士論文等は、在学期間中に、所定の期日までに提出しなければならない。 
第 33 条の 2 区分課程の博士課程を修了するためには、後期課程に 3 年（3 年を超える標準

修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、

法科大学院の課程を修了した者にあっては、2 年（3 年を超える標準修業年限を定める研究

科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限から 1 年の期間を減じた期

間）とする。第 34 条第 3 項において同じ。）以上在学し、研究科規程等の定めるところによ

り、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなけ

ればならない。ただし、在学期間に関しては、次の各号に掲げる者について優れた研究業績

を上げた者と教授会等において認めた場合には、それぞれ当該各号に掲げる期間在学すれば

足りるものとする。  
一 2 年又は 2 年を超える標準修業年限を定める修士課程又は前期課程を修了した者 1 年

以上 
二 1年以上 2年未満の標準修業年限を定める修士課程若しくは前期課程を修了した者又は

1年以上 2年未満の在学期間をもって修士課程若しくは前期課程を修了した者 当該課程

における在学期間を含めて 3 年以上 
三 1 年以上 2 年未満の標準修業年限を定める法科大学院を除く専門職学位課程を修了した者 

  当該標準修業年限を含めて 3 年以上 
2 前項に定めるもののほか、研究指導の上で特に必要がある場合に限り、研究科規程等の定

めるところにより、後期課程における授業科目の履修を博士課程の修了の要件とすることが
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   第 6 章 課程修了及び学位授与 
 
第 32 条 修士課程又は前期課程を修了するためには、2 年（2 年以外の標準修業年限を定める

研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、研究科

規程の定めるところにより、授業科目について 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、修士課程等の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果（以

下「修士論文等」という。）を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会等において認めた場合に

は、1 年以上（次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。）在学すれば足り

るものとする。 
2 前項の場合（前期課程を修了する場合に限る。）において、博士課程の目的を達成するため

に必要と認められる場合には、研究科規程の定めるところにより、修士論文等の審査及び最

終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすること

がある。 
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基

礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程にお

いて修得すべきものについての審査 

第 32 条の 2 修士課程等においては、第 16 条の 2 第 1 項の規定により本大学院に入学する前

に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得に

より修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科規程の定め

るところにより、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年までの期間在学

したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は前期課程に少

なくとも 1 年以上在学しなければならない。 
第 33 条 修士論文等は、第 3 条の 4 に掲げる学識及び能力を証示するに足るものでなければ

ならない。 
2 修士論文等は、在学期間中に、所定の期日までに提出しなければならない。 
第 33 条の 2 区分課程の博士課程を修了するためには、後期課程に 3 年（3 年を超える標準

修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限とし、

法科大学院の課程を修了した者にあっては、2 年（3 年を超える標準修業年限を定める研究

科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限から 1 年の期間を減じた期

間）とする。第 34 条第 3 項において同じ。）以上在学し、研究科規程等の定めるところによ

り、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなけ

ればならない。ただし、在学期間に関しては、次の各号に掲げる者について優れた研究業績

を上げた者と教授会等において認めた場合には、それぞれ当該各号に掲げる期間在学すれば

足りるものとする。  
一 2 年又は 2 年を超える標準修業年限を定める修士課程又は前期課程を修了した者 1 年

以上 
二 1年以上 2年未満の標準修業年限を定める修士課程若しくは前期課程を修了した者又は

1年以上 2年未満の在学期間をもって修士課程若しくは前期課程を修了した者 当該課程

における在学期間を含めて 3 年以上 
三 1 年以上 2 年未満の標準修業年限を定める法科大学院を除く専門職学位課程を修了した者 

  当該標準修業年限を含めて 3 年以上 
2 前項に定めるもののほか、研究指導の上で特に必要がある場合に限り、研究科規程等の定

めるところにより、後期課程における授業科目の履修を博士課程の修了の要件とすることが
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ある。 
第 33 条の 3 医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程を修了するためには、4 年（4 年

を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準

修業年限。次条第 3 項において同じ。）以上在学し、研究科規程の定めるところにより、授

業科目について 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出

して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優

れた研究業績を上げた者と教授会等において認めた場合には、3 年以上在学すれば足りるも

のとする。 

第 33 条の 4 医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程においては、第 16 条の 2 第 1 項

の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得したものとみ

なす場合であって、当該単位の修得により医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程の

教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科規程の定めるところにより、当該単位数、

その修得に要した期間その他を勘案して１年までの期間在学したものとみなすことができ

る。 
第 34 条 博士論文は、第 3 条の 5 に掲げる研究能力及び学識を証示するに足るものでなけれ

ばならない。 
2 博士論文は、在学期間中に提出することを原則とする。この場合には、所定の期日までに

提出しなければならない。 
3 前項の期間内に博士論文を提出しないで退学した者のうち、後期課程に 3 年以上在学し、

第 33 条の 2 第 2 項の規定を修了の要件とする研究科にあっては、当該授業科目について所

定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者又は医学履修課程、歯学履修課程若し

くは薬学履修課程に 4 年以上在学し、授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な

研究指導を受けた者は、退学した日から起算して 1 年以内に限り、博士論文を提出すること

ができる。 
第 35 条 法科大学院の課程を除く専門職学位課程を修了するためには、2 年（2 年以外の標準

修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以

上在学し、研究科の定めるところにより、授業科目について 30 単位以上を修得する等所定

の教育課程を履修しなければならない。 
第 35 条の 2 法科大学院の課程を除く専門職学位課程においては、第 16 条の 2 第 1 項の規定

により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院において修得したものとみなす場

合であって、当該単位の修得により法科大学院の課程を除く専門職学位課程の教育課程の一

部を履修したと認めるときは、研究科規程の定めるところにより、当該単位数、その修得に

要した期間その他を勘案してその標準修業年限の2分の1までの期間在学したものとみなす

ことができる。ただし、この場合においても、法科大学院の課程を除く専門職学位課程に少

なくとも 1 年以上在学しなければならない。 
第 35 条の 3 法科大学院の課程を修了するためには、3 年以上在学し、研究科の定めるところ

により、授業科目について 96 単位以上を修得しなければならない。 
第 35 条の 4 法科大学院の課程において、法学既修者に関しては、研究科の定めるところに

より、前条に規定する在学期間については 1 年までの期間在学し、同条に規定する単位につ

いて、第 16 条の 2 第 1 項及び第 31 条の 5 第 1 項の規定により修得したものとみなす単位

（同条第 3 項ただし書きの規定により 30 単位を超えて修得したものとみなす単位を除く。）

と合わせては 30 単位までを本大学院において修得したものとみなすことができる。 
2 前項の規定にかかわらず、連携法曹基礎課程修了者について、本大学院において修得した

ものとみなすことができる単位数は、第 16 条の 2 第 1 項及び第 31 条の 5 第 1 項の規定に

より修得したものとみなす単位（同条第 4 項ただし書きの規定により 46 単位を超えて修得

したものとみなす単位を除く。）と合わせて 46 単位までとする。 
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第 36 条 修士課程又は前期課程を修了した者には修士の学位を、博士課程を修了した者には

博士の学位を、専門職学位課程を修了した者には専門職学位を授与する。 
2 前項の規定により修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称

を付記する。 
文学研究科 修士（文学） 
教育学研究科 修士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 修士（法学） 
経済学研究科 修士（経済学又は経営学） 
理学研究科 修士（理学） 
医学系研究科 修士（医科学、障害科学、看護学、保健学又は公衆衛生学） 
歯学研究科 修士（口腔科学） 
薬学研究科 修士（薬科学） 
工学研究科 修士（工学） 
農学研究科 修士（農学） 
国際文化研究科 修士（国際文化） 
情報科学研究科 修士（情報科学） 
生命科学研究科 修士（生命科学） 
環境科学研究科 修士（環境科学又は災害科学） 
医工学研究科 修士（医工学） 

3 第 1 項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名

称を付記する。 
文学研究科 博士（文学） 
教育学研究科 博士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 博士（法学） 
経済学研究科 博士（経済学又は経営学） 
理学研究科 博士（理学） 
医学系研究科 博士（医学、障害科学、看護学又は保健学） 
歯学研究科 博士（歯学） 
薬学研究科 博士（薬科学又は薬学） 
工学研究科 博士（工学） 
農学研究科 博士（農学） 
国際文化研究科 博士（国際文化） 
情報科学研究科 博士（情報科学） 
生命科学研究科 博士（生命科学） 
環境科学研究科 博士（環境科学又は災害科学） 
医工学研究科 博士（医工学） 

4 前二項に定めるもののほか、修士又は博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名
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第 36 条 修士課程又は前期課程を修了した者には修士の学位を、博士課程を修了した者には

博士の学位を、専門職学位課程を修了した者には専門職学位を授与する。 
2 前項の規定により修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称

を付記する。 
文学研究科 修士（文学） 
教育学研究科 修士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 修士（法学） 
経済学研究科 修士（経済学又は経営学） 
理学研究科 修士（理学） 
医学系研究科 修士（医科学、障害科学、看護学、保健学又は公衆衛生学） 
歯学研究科 修士（口腔科学） 
薬学研究科 修士（薬科学） 
工学研究科 修士（工学） 
農学研究科 修士（農学） 
国際文化研究科 修士（国際文化） 
情報科学研究科 修士（情報科学） 
生命科学研究科 修士（生命科学） 
環境科学研究科 修士（環境科学又は災害科学） 
医工学研究科 修士（医工学） 

3 第 1 項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名

称を付記する。 
文学研究科 博士（文学） 
教育学研究科 博士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 博士（法学） 
経済学研究科 博士（経済学又は経営学） 
理学研究科 博士（理学） 
医学系研究科 博士（医学、障害科学、看護学又は保健学） 
歯学研究科 博士（歯学） 
薬学研究科 博士（薬科学又は薬学） 
工学研究科 博士（工学） 
農学研究科 博士（農学） 
国際文化研究科 博士（国際文化） 
情報科学研究科 博士（情報科学） 
生命科学研究科 博士（生命科学） 
環境科学研究科 博士（環境科学又は災害科学） 
医工学研究科 博士（医工学） 

4 前二項に定めるもののほか、修士又は博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名
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称を修士（学術）又は博士（学術）と付記することがある。 
5 第 1 項の規定により授与する専門職学位は、次のとおりとする。 

法学研究科 公共法政策修士（専門職）又は法務博士（専門職） 
経済学研究科 会計修士（専門職） 

第 37 条 この章に規定するもののほか、修士、博士及び専門職学位の学位授与の要件その他

学位に関し必要な事項は、東北大学学位規程（昭和 30 年 1 月 1 日制定）の定めるところに

よる。 
 
   第 7 章 懲戒 
 
第 38 条 本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあった者は、所定の手続

によって懲戒する。 
2 懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。 
3 停学 3 月以上にわたるときは、その期間は、在学年数に算入しない。 
 
   第 8 章 授業料 
 
第 39 条 授業料の額は、別表第 2 のとおりとする。 

2 長期履修学生に係る授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の

年額に標準修業年限（第 32 条の 2、第 33 条の 4 又は第 35 条の 2 の規定により在学したも

のとみなされた長期履修学生にあっては、標準修業年限から第 32 条の 2、第 33 条の 4 又は

第 35 条の 2 の規定により在学したものとみなされた期間を減じた期間）に相当する年数を

乗じて得た額をその在学期間の年数で除した額とする。 
3 授業料は、第 1 学期及び第 2 学期の 2 期に区分して納付するものとし、それぞれの期にお

ける額は、授業料の年額の 2 分の 1 に相当する額とする。 
4 前項の授業料は、授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を願い出た場合を除

き、第 1 学期にあっては 5 月、第 2 学期にあっては 11 月に納付しなければならない。ただ

し、第 2 学期に係る授業料については、第 1 学期に係る授業料を納付するときに、併せて

納付することができる。 
第 40 条 第 1 学期又は第 2 学期の中途において、復学し、又は再入学した者は、授業料の年

額の 12 分の 1 に相当する額（以下「月割計算額」という。）に、復学し、又は再入学した月

からその学期の末月までの月数を乗じて得た額の当該学期の授業料を、復学し、又は再入学

した月に納付しなければならない。 
第 41 条 学年の中途で修了する見込みの者は、月割計算額に、修了する見込みの月までの月

数を乗じて得た額の授業料を、第 1 学期の在学期間に係る授業料については 5 月（4 月に修

了する見込みの者にあっては、4 月）に、第 2 学期の在学期間に係る授業料については 11
月（10 月に修了する見込みの者にあっては、10 月）に納付しなければならない。 

第 41 条の 2 長期履修学生で、第 5 条の 4 第 2 項の規定によりその在学期間の短縮を許可さ

れたものは、当該短縮後の期間に応じて第 39 条第 2 項の規定により算出した授業料の年額

に当該者の在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者の在学した期間に納付すべき授

業料の総額を控除した額の授業料を直ちに納付しなければならない。 
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第 42 条 退学し、転学し、除籍され、又は退学を命ぜられた者は、別に定める場合を除くほ

か、その期の授業料を納付しなければならない。 
2 停学を命ぜられた者は、その期間中の授業料を納付しなければならない。 
第 43 条 次の各号の一に該当する者その他やむを得ない事情があると認められる者に対して

は、授業料の全部又は一部を免除することがある。 
一 経済的理由により授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀で

あると認められる者（外国人留学生を除く。） 
二 学業が優秀であると認められ、かつ、総長が別に定める事由に該当する者 

第 43 条の 2 経済的理由により、授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学

業が優秀であると認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、

授業料の徴収を猶予し、又はその月割分納をさせることがある。 
第 43 条の 3 前二条に規定する授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについては、

別に定める。 
第 44 条 納付した授業料は、返付しない。 
2 前項の規定にかかわらず、第 39 条第 4 項ただし書の規定により第 1 学期及び第 2 学期に

係る授業料を併せて納付した者が、第 2 学期の初めまでに休学し、又は第 1 学期の終わりま

でに退学した場合には、その者の申出により第 2 学期に係る授業料相当額を返付する。 
第 44 条の 2 この章に規定するもののほか、授業料の取扱いについて必要な事項は、別に定める。 
 
   第 9 章 科目等履修生 
 
第 44 条の 3 本大学院の授業科目（関連科目を含む。）のうち、1 科目又は数科目を選んで履

修を志願する者があるときは、研究科において、学生の履修に妨げのない場合に限り、選考

の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 
第 44 条の 4 科目等履修生の入学の時期は、学期の初めとする。 
第 44 条の 5 科目等履修生の入学資格、在学期間その他については、研究科規程の定めるとこ

ろによる。 
第 44 条の 6 科目等履修生として入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなけ

ればならない。 
2 検定料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 44 条の 7 科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに、入学料を納付

しなければならない。 
2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。 
3 入学料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 44 条の 8 科目等履修生は、毎学期授業開始前に、その学期の分の授業料を前納しなけれ

ばならない。 
2 授業料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 44 条の 9 科目等履修生には、研究科規程の定めるところにより、単位修得証明書を交付

することがある。 
第 44 条の 10 本章に規定する場合を除くほか、科目等履修生には、大学院学生に関する規定

を準用する。 
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第 42 条 退学し、転学し、除籍され、又は退学を命ぜられた者は、別に定める場合を除くほ

か、その期の授業料を納付しなければならない。 
2 停学を命ぜられた者は、その期間中の授業料を納付しなければならない。 
第 43 条 次の各号の一に該当する者その他やむを得ない事情があると認められる者に対して

は、授業料の全部又は一部を免除することがある。 
一 経済的理由により授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀で

あると認められる者（外国人留学生を除く。） 
二 学業が優秀であると認められ、かつ、総長が別に定める事由に該当する者 

第 43 条の 2 経済的理由により、授業料を納付することが困難であると認められ、かつ、学

業が優秀であると認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、

授業料の徴収を猶予し、又はその月割分納をさせることがある。 
第 43 条の 3 前二条に規定する授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについては、

別に定める。 
第 44 条 納付した授業料は、返付しない。 
2 前項の規定にかかわらず、第 39 条第 4 項ただし書の規定により第 1 学期及び第 2 学期に

係る授業料を併せて納付した者が、第 2 学期の初めまでに休学し、又は第 1 学期の終わりま

でに退学した場合には、その者の申出により第 2 学期に係る授業料相当額を返付する。 
第 44 条の 2 この章に規定するもののほか、授業料の取扱いについて必要な事項は、別に定める。 
 
   第 9 章 科目等履修生 
 
第 44 条の 3 本大学院の授業科目（関連科目を含む。）のうち、1 科目又は数科目を選んで履

修を志願する者があるときは、研究科において、学生の履修に妨げのない場合に限り、選考

の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 
第 44 条の 4 科目等履修生の入学の時期は、学期の初めとする。 
第 44 条の 5 科目等履修生の入学資格、在学期間その他については、研究科規程の定めるとこ

ろによる。 
第 44 条の 6 科目等履修生として入学を志願する者は、願書に添えて、検定料を納付しなけ

ればならない。 
2 検定料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 44 条の 7 科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに、入学料を納付

しなければならない。 
2 前項の入学料を所定の期日までに納付しない者に対しては、入学の許可を取り消す。 
3 入学料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 44 条の 8 科目等履修生は、毎学期授業開始前に、その学期の分の授業料を前納しなけれ

ばならない。 
2 授業料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
第 44 条の 9 科目等履修生には、研究科規程の定めるところにより、単位修得証明書を交付

することがある。 
第 44 条の 10 本章に規定する場合を除くほか、科目等履修生には、大学院学生に関する規定

を準用する。 
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第 9 章の 2 特別聴講学生及び特別研究学生 
第 44 条の 11 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教

育施設等の学生で、本大学院の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学

院又は 外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定める

ところにより、研究科において特別聴講学生として受入れを許可することがある。 
2 前項の規定にかかわらず、連携法第 6 条第 1 項に規定する法曹養成連携協定を本学と締結

した本学又は他の大学の連携法曹基礎課程の学生で、法科大学院の授業科目の履修を志願す

るものがあるときは、当該協定で定めるところにより、法科大学院において特別聴講学生と

して受入れを許可することがある。 
第 44条の 12 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教

育施設等の学生で、本大学院において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、

当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協

議して定めるところにより、研究科において特別研究学生として受入れを許可することがあ

る。 
第 44 条の 13 特別聴講学生の受入れの時期は、学期の初めとする。 
2 特別研究学生の受入れの時期は、原則として、学期の初めとする。 
3 第 1 項の規定にかかわらず、当該特別聴講学生が外国の大学院等又は外国の大学院の課程

を有する教育施設等の学生で、特別の事情がある場合の受入れの時期は、研究科において、

その都度定めることができる。 
第 44 条の 14 特別聴講学生及び特別研究学生を受け入れる場合の検定料及び入学料は、徴収

しない。 
第 44条の 15 次の各号の一に該当する者を特別聴講学生又は特別研究学生として受け入れる

場合の授業料は、徴収しない。 
一 国立大学の大学院の学生 
二 大学間相互単位互換協定又は大学間特別研究学生交流協定（それぞれ大学間協定、部局

間協定及びこれらに準じるものを含む。）により授業料を不徴収とされた公立又は私立の

大学の大学院の学生 
三 大学間交流協定（大学間協定、部局間協定及びこれらに準じるものを含む。以下同じ。）

により授業料を不徴収とされた外国の大学院等の学生 
四 第 44 条の 11 第 2 項の連携法曹基礎課程の学生 

第 44条の 16 特別聴講学生及び特別研究学生が前条各号の一に該当する者以外の者である場

合の授業料の額は、別表第 2 のとおりとする。 
2 前項の授業料は、特別聴講学生については当該特別聴講学生に対する授業の開始前にその

学期の分を徴収し、特別研究学生については、受入れの月から 3 月分ごとに当該期間の当初

の月に徴収し、受入れの期間が 3 月未満であるときは当該期間の当初の月にその期間の分を

徴収する。 
第 44 条の 17 本章に規定する場合を除くほか、特別聴講学生及び特別研究学生には、大学院

学生に関する規定を準用する。 
 
   第 10 章 外国学生 
 
第 45 条 外国人で、本大学院に入学、再入学、編入学又は転入学を志願するものがあるとき

は、外国学生として入学、再入学、編入学又は転入学を許可することがある。 
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2 外国学生として入学、再入学、編入学又は転入学を志願する者に対し、特別の事情がある

と研究科において認める場合には、特別の選考を行うことができる。 
3 外国学生は、定員外とすることがある。 
第 46 条 国費外国人留学生制度実施要項（昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定。以下「実施要

項」 という。）に基づく国費外国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料（実施要項第 4
条第 4 号 に規定する推薦方法による推薦に基づき、実施要項第 3 条の規定により国費外国

人留学生として選定された者に係る検定料及び入学料を除く。）は、それぞれ第 18 条第 1
項、第 19 条第 1 項 及び第 39 条第 1 項の規定にかかわらず、徴収しない。 

第 46 条の 2 本大学院と外国の大学院等との共同の教育を目的とした大学間交流協定に基づ

く外国学生に係る検定料、入学料及び授業料は、それぞれ第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項

及び第 39 条第 1 項の規定にかかわらず、徴収しない。 
 
   第 11 章 インターネット・スクール 
 
第 47 条 本大学院に、インターネットを利用した遠隔教育を行うため、東北大学インターネ

ット・スクールを置く。 
2 東北大学インターネット・スクールについては、別に定める。 
 
 附 則 
この通則は、昭和 28 年 11 月 16 日から施行し、昭和 28 年 4 月 1 日から適用する。 

 
  （省略） 
 
  附 則（令和 7 年 9 月 29 日規第 98 号改正） 
この通則は、令和 7 年 9 月 29 日から施行し、改正後の第 43 条第 2 項及び第 3 項の規定は、

令和 4 年 4 月 1 日から適用する。 
  附 則（令和 8 年 月 日規第 号改正） 
1 この通則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
2 改正後の第 19 条の 2 から第 19 条の 4 までの規定は、修士課程等及び専門職学位課程につ

いては令和 9 年度に入学等を許可された者から、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及

び薬学履修課程については令和 8 年度に入学等を許可された者から適用する。 
3 この通則の施行の日から令和 9 年 3 月 31 日までの間における修士課程等及び専門職学位

課程の学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納については、改正後の第４３条から

第４３条の３までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 
 
 
別表第 1（第 2 条、第 3 条関係） 抜粋 

研究科 専攻 収容定員 入学定員 
課程 

前期課程等 後期課程 前期課程等 後期課程 
生命科学研究科 脳生命統御科学専攻 72 30 36 10 博士課程 

生態発生適応科学専攻 70 30 35 10 博士課程 
分子化学生物学専攻 70 30 35 10 博士課程 
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別表第 2（第18条、第19条、第39条、第44条の6、第44条の7、第44条の8、第44条の16関係） 
区  分 検定料 入学料 授業料 

 
大学院学生 法 科 大 学 院 の 課 程 

円 
30,000 

円 
282,000 

円 
804,000 

経済学研究科会計専門職専攻の専門職学位課程 30,000 282,000 589,300 

そ の 他 の 課 程 30,000 282,000 535,800 

科目等履修生 9,800 28,200 14,800 

特別聴講学生 ―  ―  14,800 

特別研究学生 ―  ―  29,700 

備考 
1 第 20 条第 2 項に定める選抜に係る検定料の額は、第 1 段階目の選抜にあっては 7,000 円、

第 2 段階目の選抜にあっては 23,000 円とする。 
2 大学院学生の授業料は、年額である。 
3 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、1 単位に相当する授業についての額である。 
4 特別研究学生の授業料は、月額である。 
  



‒ 78 ‒
 
 — 78 —

東東北北大大学学大大学学院院通通則則細細則則  
 

昭和 29 年 4 月 27 日 

制定 

 

第 1 条 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学の許可は、研究科長の申請により総長

が行う。この場合には、教授会又は研究科委員会（以下「教授会等」という。）の議を経な

ければならない。 
2 転専攻の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。 
第 1 条の 2 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学の許可の取消しは、総長の承認を

得て研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。 
2 転専攻の許可の取消しは、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければな

らない。 
第 2 条 休学及び復学の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければ

ならない。 
2 休学及び復学を命ずる場合は、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会

等の議を経なければならない。 
第 3 条 転学及び退学の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければ

ならない。 
第 3 条の 2 除籍は、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経な

ければならない。 
第 3 条の 3 次の各号に掲げる協議は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経な

ければならない。 
一 修学に関する他の大学の大学院若しくは研究所等（以下「他の大学院等」という。）又

は外国の大学の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」

という。）との協議 
二 修学に関する外国の大学の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの又は国際連

合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年

法律第 72 号）第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき

設立された国際連合大学（以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。）と

の協議 
三 留学又は休学中における修学に関する外国の大学院等との協議 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、研究科長の申出に基づき、当該協

議を総長が行うことがある。 
第 3 条の 4 他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の

我が国においての履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授

業科目の我が国においての履修並びに外国の大学院等への留学及び休学中における修学の

許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。 
第 4 条 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与は、研究科長の証明により総長が行う。 
第 5 条 懲戒は、教授会等の議を経て研究科長が総長に申請し、総長の命により研究科長が行う。 
2 総長は、前項の規定により研究科長に懲戒を命じたときは、教育研究評議会に報告するも

のとする。 
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東東北北大大学学大大学学院院通通則則細細則則  
 

昭和 29 年 4 月 27 日 

制定 

 

第 1 条 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学の許可は、研究科長の申請により総長

が行う。この場合には、教授会又は研究科委員会（以下「教授会等」という。）の議を経な
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2 休学及び復学を命ずる場合は、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会

等の議を経なければならない。 
第 3 条 転学及び退学の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければ
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第 3 条の 2 除籍は、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経な

ければならない。 
第 3 条の 3 次の各号に掲げる協議は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経な

ければならない。 
一 修学に関する他の大学の大学院若しくは研究所等（以下「他の大学院等」という。）又

は外国の大学の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」

という。）との協議 
二 修学に関する外国の大学の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの又は国際連

合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年

法律第 72 号）第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき

設立された国際連合大学（以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。）と

の協議 
三 留学又は休学中における修学に関する外国の大学院等との協議 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、研究科長の申出に基づき、当該協

議を総長が行うことがある。 
第 3 条の 4 他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の

我が国においての履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授

業科目の我が国においての履修並びに外国の大学院等への留学及び休学中における修学の

許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。 
第 4 条 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与は、研究科長の証明により総長が行う。 
第 5 条 懲戒は、教授会等の議を経て研究科長が総長に申請し、総長の命により研究科長が行う。 
2 総長は、前項の規定により研究科長に懲戒を命じたときは、教育研究評議会に報告するも

のとする。 
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第 6 条 停学の解除は、教授会等の議を経て研究科長が総長に申請し、総長の命により、研究

科長が行う。 
2 総長は、前項の規定により研究科長に停学の解除を命じたときは、教育研究評議会に報告

するものとする。 
第 7 条 第 1 条から第 3 条の 2 まで、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項の規定は、科目等履修

生について準用する。この場合において、第 1 条第 1 項中「研究科長の申請により総長」と

あるのは「研究科長」と、第 1 条の 2 第 1 項、第 2 条第 2 項及び第 3 条の 2 中「総長の承

認を得て研究科長」とあるのは「研究科長」と、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項中「研究科

長が総長に申請し、総長の命により、研究科長」とあるのは「研究科長」と読み替えるもの

とする。 
第 8 条 科目等履修生の在学期間延長及び履修単位増減の許可は、研究科長が行う。この場合

には、教授会等の議を経なければならない。 
第 9 条 削除 
第 10 条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れの許可、受入れの許可の取消し及び受入れ

の期間の変更の許可並びに特別聴講学生の履修単位の増減の許可は、研究科長が行う。この

場合には、教授会等の議を経なければならない。  
第 11 条 研究科長は、第 1 条第 2 項、第 2 条第 1 項、第 3 条若しくは第 3 条の 4 の規定によ

る許可をし、第 1 条の 2 第 2 項の規定による許可の取消しをし、又は第 3 条の 3 第 1 項の

規定による 協議をしたときは、総長に報告しなければならない。 
 
   附 則 
この細則は、昭和 29 年 4 月 27 日から施行し、昭和 28 年 4 月 1 日から適用する。 
 
（省略） 
 
  附 則（平成 22 年 12 月 7 日規第 98 号改正） 
この細則は、平成 22 年 12 月 7 日から施行する。 
  附 則（平成 30 年 3 月 29 日規第 55 号改正） 
1 この細則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則（平成 30 年規第 54 号）附則第 2 項の規定によ

り存続するものとされた教育情報学教育部に関するこの細則による改正前の東北大学大学

院通則細則（昭和 29 年 4 月 27 日制定）の規定は、教育情報学教育部が存続する間、なお

その効力を有する。  
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東東北北大大学学大大学学院院共共通通科科目目規規程程  

 
令和 4 年 3 月 29 日 

規第 41 号 

最新改正 令和 8 年 1 月 27 日規第 9 号 

 

（趣旨） 
第 1 条 この規程は、東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「通則」という。）

第 30 条の規定に基づき、大学院共通科目に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（開設） 
第 2 条 東北大学大学院は、通則第 28 条第 1 項及び第 2 項の授業科目として、大学院共通科

目を開設する。 
（授業科目及び単位数） 
第 3 条 大学院共通科目の授業科目、単位数等は、修士課程、前期 2 年の課程及び専門職学位

課程にあっては別表第１のとおりとし、後期 3 年の課程、医学を履修する課程、歯学を履修

する課程及び薬学を履修する課程にあっては別表第 2 のとおりとする。 
（単位の計算） 
第 4 条 大学院共通科目の授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。 
一 講義は、15 時間をもって 1 単位とする。 
二 演習は、15 時間から 30 時間までの時間をもって 1 単位とする。 
三 実習は、30 時間から 45 時間までの時間をもって 1 単位とする。 

（履修手続） 
第 5 条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに、学務審議会委員長に届け出

なければならない。 
（試験等） 
第 6 条 授業科目の履修の認定は、試験等によるものとし、試験等に合格した者には、所定の

単位を与える。 
2 試験等を受けることのできる授業科目は、前条の規定による手続を経て授業を受けたもの

に限る。 
（追試験等及び再試験等） 
第 7 条 やむを得ない理由により、試験等を受けることのできなかった者には、当該授業科目

について別に定めるところにより、追試験等を行うことがある。 
2 不合格となった授業科目については、再試験等を行わない。 
（成績区分） 
第 8 条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。 

AA 成績が特に優秀であるもの 
A 成績が優秀であるもの 
B 成績が良好であるもの 
C 成績が可であるもの 
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東東北北大大学学大大学学院院共共通通科科目目規規程程  

 
令和 4 年 3 月 29 日 

規第 41 号 

最新改正 令和 8 年 1 月 27 日規第 9 号 

 

（趣旨） 
第 1 条 この規程は、東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「通則」という。）

第 30 条の規定に基づき、大学院共通科目に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（開設） 
第 2 条 東北大学大学院は、通則第 28 条第 1 項及び第 2 項の授業科目として、大学院共通科

目を開設する。 
（授業科目及び単位数） 
第 3 条 大学院共通科目の授業科目、単位数等は、修士課程、前期 2 年の課程及び専門職学位

課程にあっては別表第１のとおりとし、後期 3 年の課程、医学を履修する課程、歯学を履修

する課程及び薬学を履修する課程にあっては別表第 2 のとおりとする。 
（単位の計算） 
第 4 条 大学院共通科目の授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。 
一 講義は、15 時間をもって 1 単位とする。 
二 演習は、15 時間から 30 時間までの時間をもって 1 単位とする。 
三 実習は、30 時間から 45 時間までの時間をもって 1 単位とする。 

（履修手続） 
第 5 条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに、学務審議会委員長に届け出

なければならない。 
（試験等） 
第 6 条 授業科目の履修の認定は、試験等によるものとし、試験等に合格した者には、所定の

単位を与える。 
2 試験等を受けることのできる授業科目は、前条の規定による手続を経て授業を受けたもの

に限る。 
（追試験等及び再試験等） 
第 7 条 やむを得ない理由により、試験等を受けることのできなかった者には、当該授業科目

について別に定めるところにより、追試験等を行うことがある。 
2 不合格となった授業科目については、再試験等を行わない。 
（成績区分） 
第 8 条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。 

AA 成績が特に優秀であるもの 
A 成績が優秀であるもの 
B 成績が良好であるもの 
C 成績が可であるもの 
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D 成績が不可であるもの 
2 前項による評価 AA、A、B 及び C は合格とし、評価 D は不合格とする。 
3 第 4 条の規定により届け出た授業科目の履修を放棄した者の授業科目の成績は、D の区分

とみなす。 
（雑則） 
第 9 条 この規程に定めるもののほか、大学院共通科目に関し必要な事項は、学務審議会が定

める。 
 

附 則 
この規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
     （省略） 

附 則（令和 8 年 1 月 27 日規第 3 号改正） 
この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

  

別表第１ 
授業科目名 総授業時間数 単位数 備考 

知的財産セミナーⅠ 30 2  

知的財産セミナーⅡ 30 2  

再生可能エネルギー・バイオマス循環 30 2  

カーボンニュートラル基礎論 30 2  

カーボンニュートラル特論 30 2  

大学教員のための ICT 活用演習 30 2  

国際教育演習 30 2  

多文化理解 PBL 特別演習 30 2  

グローバル・コミュニケーション協働演習 30 2  

AI・XR で拓くグローバル・コミュニケーション 30 2  

AI・XR グローバル PBL 30 2  

異文化交流演習 30 2  

東北から世界を知る 15 1  

キャリア・スキル開発特別演習 30 2  

修士インターンシップ・キャリア実習 A 30～45 1  

修士インターンシップ・キャリア実習 B 60～90 2  

留学生のためのキャリア設計 15 1  

英語によるプレゼンテーション演習 30 2  

AI 応用学習方法論演習 30 2  

科学リテラシー養成基礎 30 2  
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教養教育院特別講義 A 30 2  

教養教育院特別講義 B 30 2  

教養教育院特別講義 C 30 2  

教養教育院特別演習 30 2  

融合領域研究合同講義 30 2  

別表第２ 
授業科目名 総授業時間数 単位数 備考 

知的財産セミナーⅠ 30 2  
知的財産セミナーⅡ 30 2  
再生可能エネルギー・バイオマス循環 30 2  
カーボンニュートラル基礎論 30 2  
カーボンニュートラル特論 30 2  
大学教授法開発論 30 2  
大学教員のための ICT 活用演習 30 2  
国際教育演習 30 2  
多文化理解 PBL 特別演習 30 2  
グローバル・コミュニケーション協働演習 30 2  
異文化交流演習 30 2  
東北から世界を知る 15 1  
キャリア・スキル開発特別演習 30 2  
留学生のためのキャリア設計 15 1  
英語によるプレゼンテーション演習 30 2  
AI 応用学習方法論演習 30 2  
科学リテラシー養成基礎 30 2  
教養教育院特別講義 A 30 2  
教養教育院特別講義 B 30 2  
教養教育院特別講義 C 30 2  
教養教育院特別演習 30 2  
学際研究特別講義Ⅰ 15 1  
学際研究特別講義Ⅱ 15 1  
学際研究特別研修Ⅰ 15 1  
学際研究特別研修Ⅱ 15 1  
学際研究特別研修Ⅲ 15 1  
学際研究特別研修Ⅳ 15 1  
学際フロンティア特別研修 15 1  
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教養教育院特別講義 A 30 2  

教養教育院特別講義 B 30 2  

教養教育院特別講義 C 30 2  

教養教育院特別演習 30 2  

融合領域研究合同講義 30 2  

別表第２ 
授業科目名 総授業時間数 単位数 備考 

知的財産セミナーⅠ 30 2  
知的財産セミナーⅡ 30 2  
再生可能エネルギー・バイオマス循環 30 2  
カーボンニュートラル基礎論 30 2  
カーボンニュートラル特論 30 2  
大学教授法開発論 30 2  
大学教員のための ICT 活用演習 30 2  
国際教育演習 30 2  
多文化理解 PBL 特別演習 30 2  
グローバル・コミュニケーション協働演習 30 2  
異文化交流演習 30 2  
東北から世界を知る 15 1  
キャリア・スキル開発特別演習 30 2  
留学生のためのキャリア設計 15 1  
英語によるプレゼンテーション演習 30 2  
AI 応用学習方法論演習 30 2  
科学リテラシー養成基礎 30 2  
教養教育院特別講義 A 30 2  
教養教育院特別講義 B 30 2  
教養教育院特別講義 C 30 2  
教養教育院特別演習 30 2  
学際研究特別講義Ⅰ 15 1  
学際研究特別講義Ⅱ 15 1  
学際研究特別研修Ⅰ 15 1  
学際研究特別研修Ⅱ 15 1  
学際研究特別研修Ⅲ 15 1  
学際研究特別研修Ⅳ 15 1  
学際フロンティア特別研修 15 1  
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博士リテラシーの基礎 30 2  
博士インターンシップ研修 30～45 1  

60～90 2 
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東東北北大大学学学学位位規規程程  
 

昭和 30 年 1 月 1 日 

制定 

 

（趣旨） 
第 1 条 学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、東北大学（以

下 「本学」という。）が授与する学位については、東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18
日制定）及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定）に定めるもののほか、この

規程の定めるところによる。 
（学位） 

第 2 条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。 
2 学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。 

文学部 学士（文学） 
教育学部 学士（教育学） 
法学部 学士（法学） 
経済学部 学士（経済学） 
理学部 学士（理学） 
医学部 学士（医学、看護学又は保健学） 
歯学部 学士（歯学） 
薬学部 学士（創薬科学、薬学） 
工学部 学士（工学） 
農学部 学士（農学） 

3 修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。 
文学研究科 修士（文学） 
教育学研究科 修士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 修士（法学） 
経済学研究科 修士（経済学又は経営学） 
理学研究科 修士（理学） 
医学系研究科 修士（医科学、障害科学、看護学、保健学又は公衆衛生学） 
歯学研究科 修士（口腔科学） 
薬学研究科 修士（薬科学） 
工学研究科 修士（工学） 
農学研究科 修士（農学） 
国際文化研究科 修士（国際文化） 
情報科学研究科 修士（情報科学） 
生命科学研究科 修士（生命科学） 
環境科学研究科 修士（環境科学又は災害科学） 
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東東北北大大学学学学位位規規程程  
 

昭和 30 年 1 月 1 日 

制定 

 

（趣旨） 
第 1 条 学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、東北大学（以

下 「本学」という。）が授与する学位については、東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18
日制定）及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定）に定めるもののほか、この

規程の定めるところによる。 
（学位） 

第 2 条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。 
2 学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。 

文学部 学士（文学） 
教育学部 学士（教育学） 
法学部 学士（法学） 
経済学部 学士（経済学） 
理学部 学士（理学） 
医学部 学士（医学、看護学又は保健学） 
歯学部 学士（歯学） 
薬学部 学士（創薬科学、薬学） 
工学部 学士（工学） 
農学部 学士（農学） 

3 修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。 
文学研究科 修士（文学） 
教育学研究科 修士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 修士（法学） 
経済学研究科 修士（経済学又は経営学） 
理学研究科 修士（理学） 
医学系研究科 修士（医科学、障害科学、看護学、保健学又は公衆衛生学） 
歯学研究科 修士（口腔科学） 
薬学研究科 修士（薬科学） 
工学研究科 修士（工学） 
農学研究科 修士（農学） 
国際文化研究科 修士（国際文化） 
情報科学研究科 修士（情報科学） 
生命科学研究科 修士（生命科学） 
環境科学研究科 修士（環境科学又は災害科学） 
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医工学研究科 修士（医工学） 
4 第 4 条第 1 項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分

野の名称を付記する。 
文学研究科 博士（文学） 
教育学研究科 博士（教育学又は教育情報学） 
法学研究科 博士（法学） 
経済学研究科 博士（経済学又は経営学） 
理学研究科 博士（理学） 
医学系研究科 博士（医学、障害科学、看護学又は保健学） 
歯学研究科 博士（歯学） 
薬学研究科 博士（薬科学又は薬学） 
工学研究科 博士（工学） 
農学研究科 博士（農学） 
国際文化研究科 博士（国際文化） 
情報科学研究科 博士（情報科学） 
生命科学研究科 博士（生命科学） 
環境科学研究科 博士（環境科学又は災害科学） 
医工学研究科 博士（医工学） 

5 前二項に定めるもののほか、修士又は博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名

称を修士（学術）又は博士（学術）と付記することがある。 
6 第 4 条第 2 項の規定により博士の学位を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付記す

るものとし、その名称については、前二項の規定を準用する。 
7 第 4 条の 2 の規定により授与する専門職学位は、次のとおりとする。 

法学研究科 公共法政策修士（専門職）又は法務博士（専門職） 
経済学研究科 会計修士（専門職） 
（学士の学位授与の要件） 

第 2 条の 2 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。 
2 前項に規定するもののほか、学士の学位授与については、別に定める。 

（修士の学位授与の要件） 
第 3 条 修士の学位は、本学大学院修士課程又は博士課程の前期 2 年の課程（以下「修士課程

等」という。）を修了した者に授与する。 
（博士の学位授与の要件）  

第 4 条 博士の学位は、本学大学院博士課程を修了した者に授与する。 
2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、博士課程を経ない者であっても、博士論文の審

査に 合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された場

合は、これを授与することができる。 
（専門職学位の学位授与の要件） 

第 4 条の 2 専門職学位は、本学大学院専門職学位課程を修了した者に授与する。 
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（大学院の課程による者の学位論文の提出） 
第 5 条 本学大学院の課程（専門職学位課程を除く。）による者の学位論文（修士課程等にお

いて、特定の課題についての研究の成果の審査を受けようとする者については、当該研究の

成果。以下同じ。）は、研究科長に提出するものとする。 
2 研究科長は、前項の学位論文を受理したときは、学位を授与できる者か否かについて、教

授会又は研究科委員会（以下「教授会等」という。）の審査に付さなければならない。 
（大学院の課程を経ない者の学位授与の申請） 

第 6 条 第 4 条第 2 項の規定により学位の授与を申請する者（以下「学位申請者」という。）

は、学位申請書に博士論文、履歴書、論文目録、論文内容要旨及び学位論文審査手数料を添

え、博士論文の内容に係る専攻分野の名称を付記して、その申請に応じた研究科長を経て総

長に提出しなければならない。 
2 学位論文審査手数料の額は、1 件につき 150,000 円とする。ただし、学位申請者のうち本

学の学部若しくは大学院に在籍していた者（科目等履修生、特別聴講学生、学部入学前教育

受講生、特別研究学生又は研究生として在籍していた者を除く。）又は本学の職員（国立大

学法人東北大学職員就業規則（平成 16 年規則第 46 号）第 2 条第 1 項に規定する職員及び

国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則（平成 21 年規第 26 号）第 2 条に規定す

る特定有期雇用職員（外国人研究員（同規則第 6 条第 2 項に定める者をいう。）を除く。）を

いう。以下同じ。）若しくは職員であった者に係る学位論文審査手数料の額は、1 件につき

75,000 円とする。 
3 研究科長は、第 1 項の申請を受理したときは、学位申請書を総長に進達するとともに、学

位を授与できる者か否かについて、教授会等の審査に付さなければならない。 
 （学位論文） 

第 7 条 第 5 条第 1 項及び前条第 1 項に規定する学位論文（以下「学位論文」という。）は、

1 編に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。 
2 審査のため必要があるときは、学位論文の副本、訳本、模型又は標本等の材料を提出させ

ることがある。 
（学位論文及び学位論文審査手数料の返付） 

第 8 条 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は、いかなる理由があっても返付しない。 
（審査委員） 

第 9 条 教授会等は、第 5 条第 2 項又は第 6 条第 3 項の規定により学位を授与できる者か否

かについて審査に付されたときは、当該研究科の専任の教授若しくは当該研究科に置かれる

協力講座若しくは東北大学大学院組織運営規程第2条第1項の規定に基づき当該研究科を組

織する附置研究所等の研究部門等に属する専任の教授である研究科担当教員のうちから 2
人以上の審査委員を選出して、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を委嘱しなけれ

ばならない。 
2 教授会等は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、前項の審査委員以外の本学

大学院の研究科担当教員等を、学位論文の審査、最終試験又は学力の確認の審査委員に委嘱

することができる。 
3 教授会等は、必要と認めたときは、第 1 項の規定にかかわらず、他の大学院又は研究所等

の教員等に学位論文の審査を委嘱することができる。 
（審査期間） 

第 10 条 博士論文の審査、博士の学位の授与に係る最終試験及び学力の確認は、博士論文又

は学位の授与の申請を受理した後 1 年以内に、学位を授与できる者か否かを決定できるよう
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（大学院の課程による者の学位論文の提出） 
第 5 条 本学大学院の課程（専門職学位課程を除く。）による者の学位論文（修士課程等にお

いて、特定の課題についての研究の成果の審査を受けようとする者については、当該研究の

成果。以下同じ。）は、研究科長に提出するものとする。 
2 研究科長は、前項の学位論文を受理したときは、学位を授与できる者か否かについて、教

授会又は研究科委員会（以下「教授会等」という。）の審査に付さなければならない。 
（大学院の課程を経ない者の学位授与の申請） 

第 6 条 第 4 条第 2 項の規定により学位の授与を申請する者（以下「学位申請者」という。）

は、学位申請書に博士論文、履歴書、論文目録、論文内容要旨及び学位論文審査手数料を添

え、博士論文の内容に係る専攻分野の名称を付記して、その申請に応じた研究科長を経て総

長に提出しなければならない。 
2 学位論文審査手数料の額は、1 件につき 150,000 円とする。ただし、学位申請者のうち本

学の学部若しくは大学院に在籍していた者（科目等履修生、特別聴講学生、学部入学前教育

受講生、特別研究学生又は研究生として在籍していた者を除く。）又は本学の職員（国立大

学法人東北大学職員就業規則（平成 16 年規則第 46 号）第 2 条第 1 項に規定する職員及び

国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則（平成 21 年規第 26 号）第 2 条に規定す

る特定有期雇用職員（外国人研究員（同規則第 6 条第 2 項に定める者をいう。）を除く。）を

いう。以下同じ。）若しくは職員であった者に係る学位論文審査手数料の額は、1 件につき

75,000 円とする。 
3 研究科長は、第 1 項の申請を受理したときは、学位申請書を総長に進達するとともに、学

位を授与できる者か否かについて、教授会等の審査に付さなければならない。 
 （学位論文） 

第 7 条 第 5 条第 1 項及び前条第 1 項に規定する学位論文（以下「学位論文」という。）は、

1 編に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。 
2 審査のため必要があるときは、学位論文の副本、訳本、模型又は標本等の材料を提出させ

ることがある。 
（学位論文及び学位論文審査手数料の返付） 

第 8 条 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は、いかなる理由があっても返付しない。 
（審査委員） 

第 9 条 教授会等は、第 5 条第 2 項又は第 6 条第 3 項の規定により学位を授与できる者か否

かについて審査に付されたときは、当該研究科の専任の教授若しくは当該研究科に置かれる

協力講座若しくは東北大学大学院組織運営規程第2条第1項の規定に基づき当該研究科を組

織する附置研究所等の研究部門等に属する専任の教授である研究科担当教員のうちから 2
人以上の審査委員を選出して、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を委嘱しなけれ

ばならない。 
2 教授会等は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、前項の審査委員以外の本学

大学院の研究科担当教員等を、学位論文の審査、最終試験又は学力の確認の審査委員に委嘱

することができる。 
3 教授会等は、必要と認めたときは、第 1 項の規定にかかわらず、他の大学院又は研究所等

の教員等に学位論文の審査を委嘱することができる。 
（審査期間） 

第 10 条 博士論文の審査、博士の学位の授与に係る最終試験及び学力の確認は、博士論文又

は学位の授与の申請を受理した後 1 年以内に、学位を授与できる者か否かを決定できるよう
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終了しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、教授会等の議を経て、その期

間を延長することができる。 
（面接試験） 

第 10 条の 2 第 4 条第 2 項の規定により学位の授与を申請した者についての博士論文の審査

に当たっては、面接試験を行うものとする。ただし、教授会等が、特別の理由があると認め

た場合は、面接試験を行わないことができる。  
（最終試験） 

第 11 条 最終試験は、学位論文の審査が終わった後に学位論文を中心として、これに関連の

ある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。 
（学力確認の方法） 

第 12 条 学力の確認は、博士論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語について行うものと

する。 
2 学力の確認は、前項の規定にかかわらず、教授会等が特別の理由があると認めた場合は、

博士論文に関連ある専攻分野の科目についてのみ行い、又は別に定めるところにより行うこ

とができる。 
（審査の省略） 

第 12 条の 2 審査委員は、学位論文の審査の結果、不合格と判定したときは、最終試験及び

学力確認を行わないものとする。 
（審査委員の報告） 

第 13 条 審査委員は、審査が終了したときは、直ちにその結果を教授会等に報告しなければ

ならない。 
（学位授与の議決） 

第 14 条 学位の授与は、教授会等の出席者の 3 分の 2 以上の賛成がなければならない。 
（研究科長の報告） 

第 15 条 教授会等において、学位を授与できる者と議決したときは、研究科長は、学位論文

の審査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨等を総長に報告しなければならない。 
2 教授会等において、第 4 条第 2 項の規定により学位の授与を申請した者に対して、学位を

授与できない者と議決したときは、研究科長は、博士論文の審査及び学力の確認の結果の要

旨を総長に報告しなければならない。ただし、第 12 条の 2 の規定により学力の確認を行わ

ないときは、その確認の結果の要旨は、報告することを要しない。 
（学位の授与） 

第 16 条 総長は、前条第 1 項の規定による報告に基づいて、学位を授与できる者と認めたと

きは、学位を授与するものとする。 
2 総長は、前条第 2 項の規定による報告に基づいて、学位を授与できない者と認めたときは、

その旨を本人に通知するものとする。 
（論文要旨等の公表） 

第 17 条 総長は、前条第 1 項の規定により博士の学位を授与したときは、当該学位を授与し

た日から 3 月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の

要旨をインターネットを通じて公表するものとする。 
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（学位論文の公表） 
第 18 条 博士の学位を授与された者は、授与された日から 1 年以内に、当該博士論文の全文

を公表しなければならない。ただし、学位を授与される前に既に公表したときは、この限り

でない。 
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合に

は、研究科長の承認を受けて、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表

することができる。この場合において、当該研究科長は、その論文の全文を求めに応じて閲

覧に供するものとする。 
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、別に定めるところによりイ

ンターネットを通じて行うものとする。 
4 第 1 項の規定により公表する場合は当該博士論文に「東北大学審査学位論文（博士）」と、

第 2 項の規定により公表する場合は当該博士論文の要旨に「東北大学審査学位論文（博士）

の要旨」と明記しなければならない。 
（学位授与の取消） 

第 19 条 学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、総長は、当該教授会等及

び学務審議会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨

を公表するものとする。 
一 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 
二 学位を授与された者がその名誉を汚辱する行為を行ったとき。 

2 教授会等において前項の議決を行う場合は、第 14 条の規定を準用する。 
（学位記及び学位授与申請関係書類） 

第 20 条 学位記及び学位授与申請関係書類の様式は、別記様式第 1 号から別記様式第 8 号の

とおりとする。 
 
   附 則 
1 この規程は、昭和 30 年 1 月 1 日から施行する。ただし、第 4 条第 2 項の規定により学位

の授与を申請した者に対する博士の学位の授与は、東北大学学位規程（大正 10 年 4 月 4 日

制定）第 1 条に規定する学位と同種の学位以外の学位については、本学大学院博士課程を

経た者に対する博士の学位が授与された後において行なうものとする。 
2 東北大学学位規程（大正 10 年 4 月 4 日制定）は、この規程の施行にかかわらず、昭和 37

年 3 月 31 日（医学博士については、昭和 35 年 3 月 31 日）までは、なお、効力を有する。 
 
  （省略） 
 
  附 則（令和 年 月 日規第 号改正） 
この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
 
別記様式第 1 号～第 8 号（省略）  
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（学位論文の公表） 
第 18 条 博士の学位を授与された者は、授与された日から 1 年以内に、当該博士論文の全文

を公表しなければならない。ただし、学位を授与される前に既に公表したときは、この限り

でない。 
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合に

は、研究科長の承認を受けて、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表

することができる。この場合において、当該研究科長は、その論文の全文を求めに応じて閲

覧に供するものとする。 
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、別に定めるところによりイ

ンターネットを通じて行うものとする。 
4 第 1 項の規定により公表する場合は当該博士論文に「東北大学審査学位論文（博士）」と、

第 2 項の規定により公表する場合は当該博士論文の要旨に「東北大学審査学位論文（博士）

の要旨」と明記しなければならない。 
（学位授与の取消） 

第 19 条 学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、総長は、当該教授会等及

び学務審議会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨

を公表するものとする。 
一 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 
二 学位を授与された者がその名誉を汚辱する行為を行ったとき。 

2 教授会等において前項の議決を行う場合は、第 14 条の規定を準用する。 
（学位記及び学位授与申請関係書類） 

第 20 条 学位記及び学位授与申請関係書類の様式は、別記様式第 1 号から別記様式第 8 号の

とおりとする。 
 
   附 則 
1 この規程は、昭和 30 年 1 月 1 日から施行する。ただし、第 4 条第 2 項の規定により学位

の授与を申請した者に対する博士の学位の授与は、東北大学学位規程（大正 10 年 4 月 4 日

制定）第 1 条に規定する学位と同種の学位以外の学位については、本学大学院博士課程を

経た者に対する博士の学位が授与された後において行なうものとする。 
2 東北大学学位規程（大正 10 年 4 月 4 日制定）は、この規程の施行にかかわらず、昭和 37

年 3 月 31 日（医学博士については、昭和 35 年 3 月 31 日）までは、なお、効力を有する。 
 
  （省略） 
 
  附 則（令和 年 月 日規第 号改正） 
この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
 
別記様式第 1 号～第 8 号（省略）  
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東東北北大大学学ににおおけけるる入入学学料料のの免免除除及及びび徴徴収収猶猶予予  

にに関関すするる取取扱扱規規程程  
 

制 定 昭和 52 年 3 月 15 日 

 

（趣 旨） 
第第 11 条条  この規程は、東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18 日制定。以下「学部通則」という。）

第 15 条の 2 第 2 項及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「大学院通則」

という。）第 19 条の 4 の規定に基づき、東北大学（以下「本学」という。）における入学料の

免除及び徴収猶予の取扱いについて定めるものとする。 
（免除の許可） 

第第 22 条条  本学の学部に入学、再入学（第 1 学期又は第 2 学期の初めにおける再入学に限る。）、

転入学又は編入学（以下この条、次条及び第 6 条において「入学等」という。）を許可された

者で、次の各号の一に該当するものに対しては、その願い出により、入学料の免除を許可す

ることがある。 
一 特に優れた者（大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第 8 号）第 8
条第 1 項の特に優れた者をいう。）であって経済的理由により極めて修学に困難があると

認められるもの 
二 入学等の前 1 年以内において、入学等を許可された者の学資を主として負担している者

（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は入学等を許可された者若しくは学資負担

者が風水害等の災害（以下「災害」という。）を受けた場合その他これに準ずる理由によ

り、入学料を納付することが著しく困難であると認められる者 
第第 33 条条  次の各号の一に該当する者(外国人留学生を除く。)に対しては、その願い出により、入

学料の免除を許可することがある。 
一 本学の大学院に入学等を許可された者で、経済的理由により入学料を納付することが困

難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるもの 
二 本学の大学院の後期課程、医学履修課程、歯学履修課程又は薬学履修課程に入学等を許

可された者で、学業が優秀であると認められ、かつ、次の各号の一に該当するもの 
イ 独立行政法人日本学術振興会特別研究員 
ロ 大学院通則第２条の２に規定する学位プログラムを履修する者 
ハ 別に定める支援プログラムの対象者 

2 前項に規定する者のほか、本学の大学院に入学等を許可された者で、前条第 2 号に該当する

ものに対しては、その願い出により、入学料の免除を許可することがある。 
（免除の額）  

第第 44 条条  入学料の免除の額は、全額、3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とす

る。 
（免除の許可の願い出） 

第第 55 条条  第 2 条又は第 3 条の規定による入学料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の

期日までに、次の各号に掲げる書類を、総長に提出しなければならない。 
一 入学料免除願書 
二 市区町村長発行の所得に関する証明書 
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三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い

出る者に限る。） 
四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限

る。） 
五 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生及び第 3 条第 1 項第 2 号に該当する者が願い出る場

合には、前項第 2 号から第 4 号までに掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出すること

ができる。 
（徴収猶予の許可） 

第第 66 条条  本学の学部又は大学院に入学等を許可された者で、次の各号の一に該当するものに対

しては、その願い出により、入学料の徴収猶予を許可することがある。 
一 経済的理由により所定の期日までに入学料を徴収することが困難であると認められ、

かつ、学業が優秀であると認められる場合 
二 学部又は大学院への入学等の前 1 年以内において、学資負担者が死亡し、又は学部若し

くは大学院に入学等を許可された者若しくは学資負担者が災害を受けた場合 
三 その他やむを得ない事情があると認められる場合 
（徴収猶予の最終期限） 

第第 77 条条  入学料の徴収猶予の最終期限は、4 月入学者については 9 月 15 日とし、10 月入学者に

ついては 3 月 15 日とする。 
（徴収猶予の許可の願い出） 

第第 88 条条  入学料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、入学料徴収猶

予願書を、総長に提出しなければならない。 
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条の規定により入学料免除の許可を願い出た者で、免除を許

可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許

可された者は、当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14 日以内に、徴収猶予の許

可を願い出ることができる。 
（徴収猶予） 

第第 99 条条  入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た者に対しては、免除又は徴収猶予の許可

又は不許可を決定するまでの間、入学料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関

する法律施行規則（令和元年文部科学省令第 6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に入学

料を納めていた場合を除く。）。 
（免除を許可されなかった者等の納付期限） 

第第 1100 条条  入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分

の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 8 条第 2 項の規定により徴収猶予

の許可を願い出た者及び既に入学料を納めていた者を除く。）は、当該不許可又は許可を告知

された日から起算して 14 日以内に、入学料の全額又は 3 分の 1 の額、半額、3 分の 2 の額若

しくは 4 分の 3 の額を納付しなければならない。 
（入学料の返付） 

第第 1111 条条  入学料の免除を許可された者のうち、既に入学料を納めていた者については、学部通

則第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、当該入学料のうち免除を許可された額に相当する額を

返付するものとする。 
2 前項に規定するもののほか、入学料の免除を願い出た者のうち、既に入学料を納めていた者
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三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願い

出る者に限る。） 
四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限

る。） 
五 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生及び第 3 条第 1 項第 2 号に該当する者が願い出る場

合には、前項第 2 号から第 4 号までに掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出すること

ができる。 
（徴収猶予の許可） 

第第 66 条条  本学の学部又は大学院に入学等を許可された者で、次の各号の一に該当するものに対

しては、その願い出により、入学料の徴収猶予を許可することがある。 
一 経済的理由により所定の期日までに入学料を徴収することが困難であると認められ、

かつ、学業が優秀であると認められる場合 
二 学部又は大学院への入学等の前 1 年以内において、学資負担者が死亡し、又は学部若し

くは大学院に入学等を許可された者若しくは学資負担者が災害を受けた場合 
三 その他やむを得ない事情があると認められる場合 
（徴収猶予の最終期限） 

第第 77 条条  入学料の徴収猶予の最終期限は、4 月入学者については 9 月 15 日とし、10 月入学者に

ついては 3 月 15 日とする。 
（徴収猶予の許可の願い出） 

第第 88 条条  入学料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、入学料徴収猶

予願書を、総長に提出しなければならない。 
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条の規定により入学料免除の許可を願い出た者で、免除を許

可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許

可された者は、当該不許可又は許可を告知された日から起算して 14 日以内に、徴収猶予の許

可を願い出ることができる。 
（徴収猶予） 

第第 99 条条  入学料の免除又は徴収猶予の許可を願い出た者に対しては、免除又は徴収猶予の許可

又は不許可を決定するまでの間、入学料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関

する法律施行規則（令和元年文部科学省令第 6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に入学

料を納めていた場合を除く。）。 
（免除を許可されなかった者等の納付期限） 

第第 1100 条条  入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分

の 1 の額若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 8 条第 2 項の規定により徴収猶予

の許可を願い出た者及び既に入学料を納めていた者を除く。）は、当該不許可又は許可を告知

された日から起算して 14 日以内に、入学料の全額又は 3 分の 1 の額、半額、3 分の 2 の額若

しくは 4 分の 3 の額を納付しなければならない。 
（入学料の返付） 

第第 1111 条条  入学料の免除を許可された者のうち、既に入学料を納めていた者については、学部通

則第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、当該入学料のうち免除を許可された額に相当する額を

返付するものとする。 
2 前項に規定するもののほか、入学料の免除を願い出た者のうち、既に入学料を納めていた者
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であって、免除の許可又は不許可を決定する前に死亡したものについては、当該入学料のう

ち、次条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された入学料に相当する額を

返付するものとする。 
（死亡による免除等） 

第第 1122 条条  入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者について、入学料の徴収を猶予している期間

内において、死亡した場合には、未納の入学料の全額を免除する。 
2 前条第 2 項の規定により入学料を返付される者は、第 9 条の規定により入学料の徴収を猶予

されているものとみなし、前項の規定を準用する。 
第第 1133 条条  入学料の免除又は徴収猶予を許可しなかった者及び 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の

額又は 4 分の 1 の額の免除を許可した者について、入学料の納付前に死亡した場合には、未

納の入学料の全額を免除する。 
（除籍その他の理由による免除） 

第第 1144 条条  入学料の未納を理由として除籍する者に対しては、未納の入学料の全額を免除する。 
（不正事実の発見による免除等の許可の取消し） 

第第 1155 条条  入学料の免除又は徴収猶予を許可された者で、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は

提出書類を偽造して入学料の免除又は徴収猶予の許可を受けたことが判明したものに対して

は、その許可を取り消す。 
2 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予の許可を取り消された者は、直ちに、入学料を

納付しなければならない。 
（免除の許可等の手続） 

第第 1166 条条  入学料の免除の許可及びその取消しは、学生生活支援審議会の議を経て、総長が行う。 
（徴収猶予の許可等の手続） 

第第 1177 条条  入学料の徴収猶予の許可及びその取消しは、総長が行う。 
（雑則） 

第第 1188 条条  この規程に定めるもののほか、入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項

は、別に定める。 
 

附 則  

この規程は、昭和 52 年 3 月 15 日から施行する。 
  （省略） 

 
  附 則 
この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行し、改正後の東北大学における入学料の免除及び徴収

猶予に関する取扱規程の規定は、修士課程、前期課程及び専門職学位課程については令和 9 年

度に入学等を許可された者から、後期課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程に

ついては令和 8 年度に入学等を許可された者から適用する。 
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東東北北大大学学学学生生のの授授業業料料のの免免除除並並びびにに徴徴収収猶猶予予及及びび  

月月割割分分納納のの取取扱扱いいにに関関すするる規規程程  
 

制 定 昭和 48 年 5 月 15 日 

 

目目  次次    

第 1 章 総則（第 1 条） 
第 2 章 授業料の免除 

第 1 節 経済的理由による授業料の免除（第 2 条－第 7 条の 2） 
第 2 節 学資負担者の死亡、災害等による授業料の免除（第 8 条－第 13 条） 
第 3 節 休学、死亡、除籍及び退学等による授業料の免除（第 14 条－第 17 条） 

 第 4 節 その他事由による授業料の免除(第 18 条―第 23 条) 
第 3 章 授業料の徴収猶予及び月割分納（第 24 条－第 33 条） 
第 4 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可の取消し（第 34 条－第 37 条） 
第 5 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続（第 38 条－第 40 条） 
第 6 章 雑則（第 41 条） 
附 則 
 第第 11 章章  総総    則則  

（趣 旨）  

第第 11 条条  この規程は、東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18 日制定。以下「学部通則」とい

う。）第 34 条第 2 項及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「大学院」

通則)という。）第 43 条の 3 の規定に基づき、東北大学（以下「本学」という。）における学

部学生及び大学院学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについて定め

るものとする。 
  第第 22 章章  授授業業料料のの免免除除  

   第第 11 節節  経済的理由による授業料の免除 
（免除の許可） 

第第 22 条条  次の各号の一に該当する者に対しては、その願い出により、授業料の免除を許可する

ことがある。 
一 学部学生であって、特に優れた者であり、かつ、経済的理由により極めて修学に困難

があると認められるもの 
二 大学院学生(外国人留学生を除く。)であって、経済的理由により授業料を納付するこ

とが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるもの 
2 前項の規定にかかわらず、本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあ

った者に対しては、特別の事情がある場合を除き、授業料の免除を許可しない。 
（免除の実施方法） 

第第 33 条条  授業料の免除の許可は、学期ごとに行う。 
（免除の額） 

第第 44 条条  授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3 分の 2 の
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東東北北大大学学学学生生のの授授業業料料のの免免除除並並びびにに徴徴収収猶猶予予及及びび  

月月割割分分納納のの取取扱扱いいにに関関すするる規規程程  
 

制 定 昭和 48 年 5 月 15 日 

 

目目  次次    

第 1 章 総則（第 1 条） 
第 2 章 授業料の免除 

第 1 節 経済的理由による授業料の免除（第 2 条－第 7 条の 2） 
第 2 節 学資負担者の死亡、災害等による授業料の免除（第 8 条－第 13 条） 
第 3 節 休学、死亡、除籍及び退学等による授業料の免除（第 14 条－第 17 条） 

 第 4 節 その他事由による授業料の免除(第 18 条―第 23 条) 
第 3 章 授業料の徴収猶予及び月割分納（第 24 条－第 33 条） 
第 4 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可の取消し（第 34 条－第 37 条） 
第 5 章 授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の許可等の手続（第 38 条－第 40 条） 
第 6 章 雑則（第 41 条） 
附 則 
 第第 11 章章  総総    則則  

（趣 旨）  

第第 11 条条  この規程は、東北大学学部通則（昭和 27 年 12 月 18 日制定。以下「学部通則」とい

う。）第 34 条第 2 項及び東北大学大学院通則（昭和 28 年 11 月 16 日制定。以下「大学院」

通則)という。）第 43 条の 3 の規定に基づき、東北大学（以下「本学」という。）における学

部学生及び大学院学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱いについて定め

るものとする。 
  第第 22 章章  授授業業料料のの免免除除  

   第第 11 節節  経済的理由による授業料の免除 
（免除の許可） 

第第 22 条条  次の各号の一に該当する者に対しては、その願い出により、授業料の免除を許可する

ことがある。 
一 学部学生であって、特に優れた者であり、かつ、経済的理由により極めて修学に困難

があると認められるもの 
二 大学院学生(外国人留学生を除く。)であって、経済的理由により授業料を納付するこ

とが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると認められるもの 
2 前項の規定にかかわらず、本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあ

った者に対しては、特別の事情がある場合を除き、授業料の免除を許可しない。 
（免除の実施方法） 

第第 33 条条  授業料の免除の許可は、学期ごとに行う。 
（免除の額） 

第第 44 条条  授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3 分の 2 の
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額、半額、3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 
（許可の願い出） 

第第 55 条条  授業料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる

書類を、総長に提出しなければならない。 
 一 授業料免除願書 
 二 市区町村長発行の所得に関する証明書 
 三 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、前項第 2 号に掲げる書類に

代えて、別に定める書類を提出することができる。 
（徴収猶予） 

第第 66 条条  授業料の免除の許可を願い出た者に対しては、免除の許可又は不許可を決定するまで

の間、授業料の徴収を猶予する（大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元

年文部科学省令第 6 号）第 9 条第 1 項の申請をした者が既に授業料を納めていた場合を除

く。）。 
（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第第 77 条条  授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額若しくは

4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 26 条第 2 項の規定により徴収猶予の許可を願い出

た者及び既に授業料を納めていた者を除く。）は、当該不許可又は許可を告知された日にお

いて口座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の

額、半額、3 分の 2 の額若しくは 4 分の 1 の額を納付しなければならない。 
 （授業料の返付） 

第第 77 条条のの 22  授業料の免除を許可された者のうち、既に授業料を納めていた者については、学

部通則第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、当該授業料のうち、免除を許可された額に相当

する額を返付するものとする。 
2 前項に規定するもののほか、授業料の免除を願い出た者のうち、既に授業料を納めていた

者であって、免除の許可又は不許可を決定する前に休学若しくは退学を許可されたもの又は

死亡若しくは行方不明を理由として学籍を除かれたものについては、当該授業料のうち、第

14 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額、第

15 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額、又

は第 17 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額

を返付するものとする。 
      第第 22 節節  学資負担者の死亡、災害等による授業料の免除 

（免除の許可） 
第第 88 条条  次の各号の一に該当し、授業料を納付することが著しく困難であると認められる者に

対しては、その願い出により、授業料の免除を許可することがある。 
一 各学期の授業料の納期前 6 月以内（入学し、再入学し、転入学し、又は編入学した日

（以下単に「入学した日」という。）の属する学期分の授業料の免除に係る場合は、入

学した日前 1 年以内）において、学生の学資を主として負担している者（以下「学資負

担者」という。）が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害（以下「災

害」という。）を受けた場合 
二 前号に準ずる場合であって、相当と認められる理由があるとき。 
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（免除の対象となる授業料） 
第第 99 条条  授業料の免除の許可は、当該事由が生じた日の属する学期の翌学期（入学した日前 1

年以内に当該事由が生じたときは、入学した日の属する学期）に納付すべき授業料について

行う。ただし、当該事由の生じた時期が、当該学期の授業料の納付期限の以前である場合に

は、当該学期に納付すべき授業料についても行うことがある。 
（免除の額） 

第第 1100  条条  授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3 分の 2
の額、半額、3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 
（許可の願い出） 

第第 1111 条条  授業料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げ

る書類を、総長に提出しなければならない。 
一 授業料免除願書 
二 市区町村長発行の所得に関する証明書 
三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願

い出る者に限る。） 
四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限

る。） 
五 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、前項第 2 号から第 4 号まで

に掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出することができる。 
（徴収猶予） 

第第 1122 条条  授業料の免除の許可を願い出た者に対しては、免除の許可又は不許可を決定するま

での間、授業料の徴収を猶予する。 
（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第第 1133 条条  授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額若しく

は 4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 2 6 条第 2 項の規定により、徴収猶予の許可を願

い出た者を除く。）は、当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学

が指定した日までに、その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額、半額、3 分の 2 の額若

しくは 4 分の 1 の額を納付しなければならない。 
      第第 33 節節  休学、死亡、除籍及び退学等による授業料の免除 

（休学による免除） 
第第 1144 条条  休学を許可された者又は休学を命ぜられた者であって、その休学期間の初日が授業

料の納付期限の以前であるものに対しては、授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額（以下

「月割計算額」という。）に、休学期間の初日の属する月の翌月（休学期間の初日が月の初

日であるときは、その月）から休学期間の末日の属する月の前月（休学期間の末日が月の末

日であるときは、その月）までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。 
2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（休学を許可された者に限る。）にあ

っては第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、第 23 条第 2 項の

規定により授業料を返付される者(休学を許可された者に限る。)にあっては第 21 条の規定

により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。 
（死亡等による免除） 

第第 1155 条条  学生が死亡し、又は行方不明となったことにより学籍を除いた場合には、未納の授
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（免除の対象となる授業料） 
第第 99 条条  授業料の免除の許可は、当該事由が生じた日の属する学期の翌学期（入学した日前 1

年以内に当該事由が生じたときは、入学した日の属する学期）に納付すべき授業料について

行う。ただし、当該事由の生じた時期が、当該学期の授業料の納付期限の以前である場合に

は、当該学期に納付すべき授業料についても行うことがある。 
（免除の額） 

第第 1100  条条  授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3 分の 2
の額、半額、3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 
（許可の願い出） 

第第 1111 条条  授業料の免除の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げ

る書類を、総長に提出しなければならない。 
一 授業料免除願書 
二 市区町村長発行の所得に関する証明書 
三 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除の許可を願

い出る者に限る。） 
四 市区町村長発行の被災証明書（災害を受けたことにより免除の許可を願い出る者に限

る。） 
五 その他総長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、外国人留学生が願い出る場合には、前項第 2 号から第 4 号まで

に掲げる書類に代えて、別に定める書類を提出することができる。 
（徴収猶予） 

第第 1122 条条  授業料の免除の許可を願い出た者に対しては、免除の許可又は不許可を決定するま

での間、授業料の徴収を猶予する。 
（免除を許可されなかった者の納付期限） 

第第 1133 条条  授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額若しく

は 4 分の 1 の額の免除を許可された者（第 2 6 条第 2 項の規定により、徴収猶予の許可を願

い出た者を除く。）は、当該不許可又は許可を告知された日において口座引落日として本学

が指定した日までに、その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1 の額、半額、3 分の 2 の額若

しくは 4 分の 1 の額を納付しなければならない。 
      第第 33 節節  休学、死亡、除籍及び退学等による授業料の免除 

（休学による免除） 
第第 1144 条条  休学を許可された者又は休学を命ぜられた者であって、その休学期間の初日が授業

料の納付期限の以前であるものに対しては、授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額（以下

「月割計算額」という。）に、休学期間の初日の属する月の翌月（休学期間の初日が月の初

日であるときは、その月）から休学期間の末日の属する月の前月（休学期間の末日が月の末

日であるときは、その月）までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。 
2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（休学を許可された者に限る。）にあ

っては第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、第 23 条第 2 項の

規定により授業料を返付される者(休学を許可された者に限る。)にあっては第 21 条の規定

により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。 
（死亡等による免除） 

第第 1155 条条  学生が死亡し、又は行方不明となったことにより学籍を除いた場合には、未納の授
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業料の全額を免除することがある。 
2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（死亡又は行方不明を理由として学

籍を除かれた者に限る。）にあっては第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているも

のとみなし、第 23 条第 2 項の規定により授業料を返付される者(死亡又は行方不明を理由と

して学籍を除かれた者に限る。)にあっては第 21 条の規定により授業料の徴収を猶予されて

いるものとみなし、前項の規定を準用する。 
（除籍による免除） 

第第 1166 条条  入学料又は授業料の未納を理由として除籍する者に対しては、未納の授業料の全額

を免除することがある。 
（徴収猶予期間中の退学による免除） 

第第 1177 条条  第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されている者、次条の規定により授業料の

徴収猶予を許可されている者又は第 29 条の規定により授業料の月割分納を許可されている

者であって、その期間中に退学することを許可されたものに対しては、月割計算額に、退学

する月の翌月からその学期の末日までの月数を乗じて得た額の授業料を免除することがあ

る。 
2 第 7 条の 2 第 2 項の規定により授業料を返付される者（退学を許可された者に限る。）にあ

っては第 6 条の規定により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、第 23 条第 2 項の

規定により授業料を返付される者(退学を許可された者に限る。)にあっては第 21 条の規定

により授業料の徴収を猶予されているものとみなし、前項の規定を準用する。 
   第第 44 節節 その他事由による授業料の免除 

 （免除の許可） 

第第 1188 条条  大学院学生であって、学業が優秀であると認められ、かつ、次の各号の一に該当す

るものに対しては、授業料の免除を許可することがある。 

一 独立行政法人日本学術振興会特別研究員 

二 大学院通則第 2 条の 2 に規定する学位プログラムを履修する者 

三 別に定める支援プログラムの対象者 

2 前項の規定にかかわらず、本学の規則、命令に違反し、又は学生の本分に反する行為のあ

った者に対しては、特別の事情がある場合を除き、授業料の免除を許可しない。 

 （免除の実施方法） 

第第 1199 条条 授業料の免除の許可は、学期ごとに行う。 

 （免除の額） 

第第 2200 条条 授業料の免除の額は、一の学期に納付すべき授業料について、その全額、3 分の 2

の額、半額、3 分の 1 の額又は 4 分の 1 の額とする。 

 （徴収猶予） 

第第 2211 条条 大学院学生であって、学業が優秀であると認められ、かつ、第 18 条第 1 項各号の一

に該当するものに対しては、免除の許可又は不許可を決定するまでの間、授業料の徴収を猶

予する。 

 （免除を許可されなかった者の納付期限） 

第第 2222 条条 授業料の免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額若しく

は4分の 1の額の免除を許可された者(第 26条第 2項の規定により徴収猶予の許可を願い出

た者及び既に授業料を納めていた者を除く。)は、当該不許可又は許可を告知された日にお

いて口座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料の全額又は 3 分の 1の
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額、半額、3 分の 2 の額若しくは 4 分の 3 の額を納付しなければならない。 

 （授業料の返付） 

第第 2233 条条 授業料の免除を許可された者のうち、既に授業料を納めていた者については、大学

院通則第 44 条第 1 項の規定にかかわらず、当該授業料のうち、免除を許可された額に相当

する額を返付するものとする。 

2 前項に規定するもののほか、既に授業料を納めていた者であって、免除の許可又は不許可

を決定する前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方不明を理由とし

て学籍を除かれたものについては、当該授業料のうち、第 14 条第 2項において準用する同

条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額、第 15 条第 2項において準用する同

条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額又は第 17 条第 2 項において準用する

同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額を返付するものとする。 

  第第 33 章章  授授業業料料のの徴徴収収猶猶予予及及びび月月割割分分納納  

（徴収猶予の許可） 
第第 2244 条条  次の各号の一に該当する者に対しては、学生（当該学生が行方不明の場合には、当

該学生に代わる者）の願い出により、授業料の徴収猶予を許可することがある。 
一 経済的理由により、授業料を、その納付期限までに納付することが困難であると認め

られ、かつ、学業が優秀であると認められる者 
二 学生又は学資負担者が、災害を受け、授業料を、その納付期限までに納付することが

困難であると認められる者 
三 行方不明の者 
四 その他やむを得ない事情により、授業料を、その納付期限までに納付することが困難

であると認められる者 
（徴収猶予の最終期限） 

第第 2255 条条  授業料の徴収猶予の最終期限は、第 1 学期分の授業料については 9 月の口座引落日

として本学が指定した日とし、第 2 学期分の授業料については 3 月の口座引落日として本学

が指定した日とする。 
（許可の願い出） 

第第 2266 条条  授業料の徴収猶予の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、授業料徴収

猶予願書を、総長に提出しなければならない。 
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条第 1 項又は第 11 条第 1 項の規定により授業料免除の

許可を願い出た者で、免除を許可されなかった者又は 3 分の 2 の額、半額、3 分の 1 の額

若しくは 4 分の 1 の額の免除を許可された者は、当該不許可又は許可を告知された日から

起算して 14 日以内に、徴収猶予の許可を願い出ることができる。 
（徴収猶予） 

第第 2277 条条  授業料の徴収猶予の許可を願い出た者に対しては、徴収猶予の許可又は不許可を決

定するまでの間、授業料の徴収を猶予する。 
（徴収猶予を許可されなかった者の納付期限） 

第第 2288 条条  授業料の徴収猶予を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において口

座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料を納付しなければならない。 
（月割分納の許可） 

第第 2299 条条  第 18 条第 1 号、第 2 号又は第 4 号に該当する者であって、特別の事情があるもの

に対しては、その願い出により、授業料の月割分納を許可することがある。 
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額、半額、3 分の 2 の額若しくは 4 分の 3 の額を納付しなければならない。 

 （授業料の返付） 

第第 2233 条条 授業料の免除を許可された者のうち、既に授業料を納めていた者については、大学

院通則第 44 条第 1 項の規定にかかわらず、当該授業料のうち、免除を許可された額に相当

する額を返付するものとする。 

2 前項に規定するもののほか、既に授業料を納めていた者であって、免除の許可又は不許可

を決定する前に休学若しくは退学を許可されたもの又は死亡若しくは行方不明を理由とし

て学籍を除かれたものについては、当該授業料のうち、第 14 条第 2項において準用する同

条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額、第 15 条第 2項において準用する同

条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額又は第 17 条第 2 項において準用する

同条第 1 項の規定により免除された授業料に相当する額を返付するものとする。 

  第第 33 章章  授授業業料料のの徴徴収収猶猶予予及及びび月月割割分分納納  

（徴収猶予の許可） 
第第 2244 条条  次の各号の一に該当する者に対しては、学生（当該学生が行方不明の場合には、当

該学生に代わる者）の願い出により、授業料の徴収猶予を許可することがある。 
一 経済的理由により、授業料を、その納付期限までに納付することが困難であると認め

られ、かつ、学業が優秀であると認められる者 
二 学生又は学資負担者が、災害を受け、授業料を、その納付期限までに納付することが

困難であると認められる者 
三 行方不明の者 
四 その他やむを得ない事情により、授業料を、その納付期限までに納付することが困難

であると認められる者 
（徴収猶予の最終期限） 

第第 2255 条条  授業料の徴収猶予の最終期限は、第 1 学期分の授業料については 9 月の口座引落日
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（月割分納の額及び納付期限） 
第第 3300 条条  授業料の月割分納を許可された者の 1 月当りの授業料の額は、月割計算額とし、そ

の納付期限は、別に定める場合を除き、毎月の口座引落日として本学が指定した日とする。

ただし、休業期間中の授業料の納付期限は、休業期間の開始日の前日とする。 
（許可の願い出） 

第第 3311 条条  授業料の月割分納の許可を願い出ようとする者は、所定の期日までに、授業料月割

分納願書を、総長に提出しなければならない。 
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第第 3322 条条  授業料の月割分納の許可を願い出た者に対しては、月割分納の許可又は不許可を決

定するまでの間、授業料の徴収を猶予する。 
（月割分納を許可されなかった者の納付期限） 

第第 3333 条条  授業料の月割分納を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において口

座引落日として本学が指定した日までに、その学期分の授業料を納付しなければならない。 
  第第 44 章章  授授業業料料のの免免除除並並びびにに徴徴収収猶猶予予及及びび月月割割分分納納のの許許可可のの取取消消しし  

（免除の許可の取消し） 
第第 3344 条条  授業料の免除を許可されている者であって、その理由が消滅したものは、遅滞なく、

総長に届け出なければならない。 
2 前項の届け出があったときは、授業料の免除の許可を取り消す。 
3 前項の規定により、授業料の免除の許可を取り消された者は、速やかに、月割計算額に、

その許可を取り消された月からその学期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料を納付

しなければならない。 
（徴収猶予及び月割分納の許可の取消し） 

第第 3355 条条  授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって、その理由が消滅した

ものは、遅滞なく、総長に届け出なければならない。 
2 前項の届け出があったときは、授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消す。 
3 前項の規定により、授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は、速やかに、その学期分

の授業料を納付しなければならない。 
4 第 2 項の規定により、授業料の月割分納の許可を取り消された者は、速やかに、未納の授

業料を納付しなければならない。 
（不正事実の発見による免除の許可の取消し） 

第第 3366 条条  授業料の免除を許可されている者であって、その理由が消滅したにもかかわらず、

第 34 条第 1 項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事項を記載し、若し

くは提出書類を偽造して授業料の免除の許可を受けたことが判明したものに対しては、その

許可を取り消す。 
2 前項の規定により授業料の免除の許可を取り消された者は、直ちに、その学期分の授業料

を納付しなければならない。 
（不正事実の発見による徴収猶予及び月割分納の許可の取消し） 

第第 3377 条条  授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者であって、その理由が消滅した

にもかかわらず、第 35 条第 1 項の規定による届け出をしないもの又は提出書類に虚偽の事

項を記載し、若しくは提出書類を偽造して授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を受けたこ

とが判明したものに対しては、その許可を取り消す。 
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2 前項の規定により授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は、直ちに、その学期分の授

業料を納付しなければならない。 
3 第 1 項の規定により、授業料の月割分納の許可を取り消された者は、直ちに、未納の授業

料を納付しなければならない。 
  第第 55 章章  授授業業料料のの免免除除並並びびにに徴徴収収猶猶予予及及びび月月割割分分納納のの許許可可等等のの手手続続  

（免除の許可等の手続） 
第第 3388 条条  第 2 条第 1 項及び第 8 条の規定に基づく授業料の免除の許可並びに第 36 条第 1 項

の規定に基づく授業料の免除の許可の取消しは、学生生活支援審議会の議を経て、総長が行

う。 
第第 3399 条条  第 15 条から第 17 条までの規定に基づく授業料の免除の許可は、その所属する学部

又は大学院の研究科の長の申請に基づき、総長が行う。 
2 第 34 条第 2 項の規定に基づく授業料の免除の許可の取消しは、総長が行う。 

（徴収猶予及び月割分納の許可等の手続） 
第第 4400 条条  第 18 条の規定に基づく授業料の徴収猶予の許可、第 29 条の規定に基づく授業料の

月割分納の許可並びに第 35 条第 2 項又は第 37 条第 1 項の規定に基づく授業料の徴収猶予

及び月割分納の許可の取消しは、総長が行う。 
  第第 66 章章  雑雑      則則  

第第 4411 条条  この規程に定めるもののほか、授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納の取扱い

に関し必要な事項は、別に定める。 
      附 則    

1 この規程は、昭和 48 年 5 月 15 日から施行する。 
2 東北大学授業料免除取扱規程（昭和 30 年 4 月 1 日制定）は、廃止する。 
3 この規程の施行の際現に従前の規程等の規定により授業料の免除又は徴収猶予若しくは月

割分納を許可されている者は、それぞれこの規程の相当規定により許可された者とみなす。 
    （省略） 
   附 則（令和 年 月  日規第  号改正） 
1 この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
2 この規程の施行の日から令和 9 年 3 月 31 日までの間における修士課程、前期課程及び専

門職学位課程の学生の授業料の免除については、改正後の第 2 条第 1 項の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
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学学生生団団体体、、集集会会、、掲掲示示、、印印刷刷物物配配布布物物等等のの内内規規  
 

平成 16 年 10 月 19 日 

 

学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規（昭和 26 年 5 月 18 日制定）の全部を改正する。 
学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規 

学生は、相互の敬愛と協力、知性と常識に従い、大学としてふさわしい環境の醸成と維持に

努めなければならない。ゆえに学生は、次の行為を行うに当たっては、この内規の定めに従い

行わなければならない。 
11  学学生生団団体体  

1 本学の学生が団体を組織し、その活動に当たって本学より部室の使用等の供与を受ける場

合には、当該団体を組織しようとする学生の代表者は、理事又は副学長のうちから総長が指

名する者（以下「管理運営責任者」という。）に登録を申請し、その許可を得なければなら

ない。 
2 登録の申請に当たっては、所定の学生団体登録申請書に次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 
（1）団体の名称 
（2）設立年月日 
（3）目的 
（4）活動内容 
（5）規約 
（6）顧問教員、役員及び会員の氏名 
（7）前年度の活動内容 

3 管理運営責任者は、第 1 項の申請が次に掲げる要件を充たす場合に限り、登録を許可する

ものとする。 
（1）本学の学生 5 名以上の会員で組織されていること。 
（2）本学の専任教員が、顧問教員として当該団体の運営と活動の指導に当たっていること。

ただし、顧問教員が他の団体の顧問教員を兼任する場合、当該申請団体を含め、その数が 3
団体以内であること。 
（3）過去 1 年間に当該団体の目的に即した相当の活動実績があること。 
4 前項の規定により登録の許可を得た団体（以下「登録学生団体」という。）の登録の有効

期間は、1 年とする。ただし、登録学生団体が、毎年 5 月 31 日までに所定の学生団体登録

継続届に第 2 項に掲げる事項を記載の上、管理運営責任者に提出し、前項に掲げる要件を充

たす場合に限り、登録の更新を受けることができる。 
5 登録学生団体が、学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届の記載事項を変更した

とき又は解散したときは、速やかに管理運営責任者に届け出なければならない。 
6 学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届に虚偽の記載があった場合又は登録学

生団体が本学の規則に違反し、その他本学の秩序を乱すような行為を行った場合には、管理

運営責任者は、当該団体の登録を抹消することができる。 
7 登録申請若しくは登録継続の届出の結果不許可となった場合又は登録を抹消された場合

は、当該通知のあった日から 14 日以内に限り、管理運営責任者に異議申立てを行うことが
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できる。 
22  集集会会  

1 登録学生団体その他の学生団体（以下「学生団体」という。）が学内において集会をしよ

うとするときは、当該団体の代表者はその期日の 3 日前までに、所属の学部長、研究科長又

は管理運営責任者に届け出なければならない。ただし、次項の規定により施設の使用許可を

申請する場合又は登録学生団体が平常使用している場所で活動内容の範囲内で集会をする

場合はこの限りでない。 
2 学生団体が集会のために施設を使用しようとするときは、当該団体の代表者はその期日の

3 日前までに、体育施設及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する施設にあ

っては管理運営責任者、その他の施設にあっては当該施設を管理する部局長に、所定の許可

申請書を提出し、使用許可を受けなければならない。 
3 集会をしようとする学生団体は、次の事項を守らなければならない。 
（1）建物又は諸器具を破損又は滅失した場合には弁償すること。 
（2）当該施設の使用後は整理及び戸締りを行い、特に火気に留意すること。 
（3）学生の本分に反すること又は営利のために使用しないこと。 
（4）集会は午後 9 時以降に行わないこと。 
（5）拡声器を使用するときは講義の時間帯を避けるとともに、研究教育活動に支障のある

場所での使用を避けること。 
4 所管の部局長又は管理運営責任者は、業務上必要が生じたときは集会の場所若しくは使用

期日の変更を求め、又は使用許可を撤回することができる。 
5 所管の部局長又は管理運営責任者は、集会が学内の秩序を乱すおそれがあると判断したと

きは、その解散を命ずることができる。 
33  掲掲示示  

1 文書又はポスターを掲示しようとするときは、所定の用紙に必要事項を記載の上、その文

書又はポスターを添えて、片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が

管理する場所にあっては管理運営責任者、その他の場所にあっては当該掲示場所を管理する

部局長に届け出なければならない。 
2 立て看板による掲示をしようとするときは、所定の用紙に必要事項を記載の上、片平キャ

ンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあっては管理運営

責任者、その他の場所にあっては掲示場所を管理する部局長に申し出て、 その許可を得な

ければならない。 
3 掲示物には団体名及び責任者名を記載しなければならない。 
4 掲示の内容は、虚偽のもの、他人の名誉を毀損するもの又は風紀を乱すものであってはな

らない。 
5 文書又はポスターの掲示に当たっては所定の掲示板を使用するとともに、その用紙の大き

さは、原則として日本工業規格 A2 判（新聞紙 1 ページ大）以内としなければならない。 
6 立て看板は、通行の妨害及び人身に危険の及ばない場所に設置するとともに、その大きさ

を小さくするよう努めるものとする。 
7 掲示期間は原則として 2 週間とし、その期間を超えた場合は、責任者は速やかにこれを取

り除くものとする。 
8 前各項に違反した場合には、管理者がこれを撤去するものとする。 
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できる。 
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（5）拡声器を使用するときは講義の時間帯を避けるとともに、研究教育活動に支障のある

場所での使用を避けること。 
4 所管の部局長又は管理運営責任者は、業務上必要が生じたときは集会の場所若しくは使用

期日の変更を求め、又は使用許可を撤回することができる。 
5 所管の部局長又は管理運営責任者は、集会が学内の秩序を乱すおそれがあると判断したと

きは、その解散を命ずることができる。 
33  掲掲示示  

1 文書又はポスターを掲示しようとするときは、所定の用紙に必要事項を記載の上、その文

書又はポスターを添えて、片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が

管理する場所にあっては管理運営責任者、その他の場所にあっては当該掲示場所を管理する

部局長に届け出なければならない。 
2 立て看板による掲示をしようとするときは、所定の用紙に必要事項を記載の上、片平キャ

ンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあっては管理運営

責任者、その他の場所にあっては掲示場所を管理する部局長に申し出て、 その許可を得な

ければならない。 
3 掲示物には団体名及び責任者名を記載しなければならない。 
4 掲示の内容は、虚偽のもの、他人の名誉を毀損するもの又は風紀を乱すものであってはな

らない。 
5 文書又はポスターの掲示に当たっては所定の掲示板を使用するとともに、その用紙の大き

さは、原則として日本工業規格 A2 判（新聞紙 1 ページ大）以内としなければならない。 
6 立て看板は、通行の妨害及び人身に危険の及ばない場所に設置するとともに、その大きさ

を小さくするよう努めるものとする。 
7 掲示期間は原則として 2 週間とし、その期間を超えた場合は、責任者は速やかにこれを取

り除くものとする。 
8 前各項に違反した場合には、管理者がこれを撤去するものとする。 
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44  印印刷刷物物配配布布そそのの他他  

1 本学構内及び各門付近で印刷物、物品等を配布又は販売しようとするときは、その印刷物、

物品等を添えて、片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する

場所にあっては管理運営責任者、その他の場所にあっては当該場所を管理する部局長に届け

出なければならない。 
2 署名運動、募金運動及び世論調査を行う場合も前項に準ずる。 

 
    附 則 
1 この内規は、平成 16 年 10 月 19 日から施行する。 
2 この内規施行の際現に改正前の学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規の規定により

受理され、又は許可された学生団体の結成若しくは継続、集会、掲示又は印刷物配布等は、

それぞれ改正後の内規の相当規定により受理され、又は許可されたものとみなす。 
    （省略） 
 

附 則（平成 30 年 5 月 8 日規第 104 号改正） 
1 この内規は、平成 30 年 5 月 8 日から施行し、改正後の二第１項の規定は、平成 30 年 4 月

1 日から適用する。 
2 この内規による改正前の学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規二第１項の規定は、

東北大学大学院通則の一部を改正する通則（平成 30 年規第 54 号）附則第２項の規定により

存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。 
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東東北北大大学学大大学学院院生生命命科科学学研研究究科科学学生生事事故故処処理理指指針針  
 

平成 13 年 10 月 3 日 教授会承認 

 

（目的及び運用上の注意） 

第 1 条 この指針は、生命科学研究科構内で、人の死傷、盗難、火災、天災、物損（器物損壊

行為を含む。）又はこれに類する事故（以下「事故」という。）が発生し、第一発見者が大学

院学生及び研究生（以下「学生」という。）である場合の取扱いを統一し、その処理を円滑

に進めることを目的とする。 
2 本研究科の学生は、本研究科構内において事故が発生した場合は、東北大学学生事故処理

指針に基づき定めるこの指針により、適切な措置を採らなければならない。 
3 この指針の運用に当たっては、人の生命を最優先するとともに、研究及び教育という大学

の機能に支障を来たすことのないよう留意しなければならない。 

（火災） 

第 2 条 学生が火災を発見した場合は、最寄りの火災報知器で通報するとともに、近辺の研究

室等に大声で知らせ、直ちに消防署に通報し、身体の安全確保が可能なときは、近くにいる

教職員・学生と協力して、消火及び被害の拡大防止のための措置を採るものとする。  
また、速やかに、事故発生区域を管轄する部局の事務室に通報するものとする。 

（人の死傷） 

第 3 条 学生が人の死傷に関わる事故を発見した場合は、直ちに医師又は救急車を呼ぶ等救護

の措置を採るものとする。  
また、速やかに、事故発生区域を管轄する部局の事務室に通報するものとする。 

（物損事故） 

第 4 条 学生が物損事故を発見し、又は物損事故を起こした場合は、そのことを直ちに教職員

又は事故発生区域を管轄する部局の事務室に通報するものとする。 

（盗難） 

第 5 条 学生が盗難の現場を発見し、又は盗難に遭った場合は、そのことを直ちに事故発生区

域を管轄する部局の事務室に通報するものとする。 

（警察への通報） 

第 6 条 事故の発生を知った学生は、その事故により人の生命又は身体に危険が及び、又は及

ぶおそれがある場合で、警察による事故の措置が直ちに必要と判断されたときは，自ら、警

察に通報するものとする。 
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                生生  命命  科科  学学  研研  究究  科科  研研  究究  室室  所所  在在  地地  一一  覧覧              22002266..44..11 現現在在  

専

攻 講 座 等 分 野 分野

長 

研究室所在地（東北大学キャンパスマップ参照） 
① 片 平 ② 

川内 

③ 

青葉山 

④ 

星陵 

⑤ 

連 プロ 本館 多元・通研 

脳

生

命

統

御

科

学 

神 経 ネ ッ ト ワ ー ク 

神 経 行 動 谷 本 2F(5F)       

分 子 行 動 竹 内 4F       

脳 機 能 発 達 安 部 4F       

脳 神 経 シ ステ ム 筒 井 5F       

細 胞 ネ ッ ト ワ ー ク 

膜 輸 送 機 構解 析 福 田     理·合同 A棟 10F   

発生ダイナミクス 杉 本 2F       

細胞小器官疾患学 田 口     理·生物棟·3F   

超 回 路 脳 機 能 松 井 3F       

分 化 制 御 

ネ ッ ト ワ ー ク 
腫 瘍 生 物 学 千葉(奈)      7F※3  

( 協 力 分 野 ) 

神 経 解 剖 学 大和田      医 5 号館 9F  

システム神経生理学 髙橋(真)      医 1 号館 6F  

分 子 腫 瘍 学 田中(耕)      1F※2  

免 疫 生 物 学 小笠原      1F※3  

生体インタラクション 河 岡      6F※3  

脳 老 化 生 物 学 佐藤(亜)      4F※3  

神経細胞生物学 丹 羽     学際研・3F   

生

態

発

生

適

応

科

学 

個 体 ダ イ ナ ミ ク ス 

動 物 発 生 田 村     理·生物棟·5F   

植 物 細 胞 動 態 植田 (美 )     理 ·生 物 棟 ·6F   

植 物 発 生 経 塚  3F      

植物進化生物学 安 居     理・生物棟・2F   

環 境 遺 伝 奥村 (美 )     理・生物棟・4F   

環 境 応 答 藤 井  3F      

適 応 形 態 安 藤  1F      

生 態 ダ イ ナ ミ ク ス 

機 能 生 態 彦 坂     理·合同 A棟 10F   

統 合 生 態 近 藤   通研・5F     

共生ゲノミクス 佐藤 (修 )  1F      

マ ク ロ 生 態 ｷ ｬ ｽ   通研・5F     

流 域 生 態 宇 野     理·生物棟·3F   

多様性ダイナミクス 
植 物 進 化 多様 性 牧    植物園    

海 洋 生 物 多様 性 熊 野 
(兼 )近藤     (浅虫)  青森県 

生態複合ダイナミクス 生 態 系 機 能 陀 安       京都府 

( 協 力 分 野 ) 
生命情報システム科学 木 下     電子·応物系 3 号館 5F   

人 類 進 化 佐 野    東北ア 3F    
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①  片 平   プロ…生命科学プロジェクト総合研究棟 

         本館…生命科学研究科本館 

         多元…多元物質科学研究所（東 1 号館、西 1 号館、南総合研究棟 1 号館） 

        通研…電気通信研究所（Global Connect Hub） 

②  川 内   川内北キャンパス（東北アジア研究センター） 

         川内南キャンパス（植物園） 

③  青葉山   理学部構内（生物学系研究棟、理学研究科合同 A・C 棟、化学系研究棟） 

         薬学研究科（B 棟） 

         青葉山北キャンパス 

  （電子情報システム・応物系 3 号館、学際科学フロンティア研究所） 

④  星 陵   医学部（1 号館、5 号館） 

         加齢医学研究所（※1 はプロジェクト総合研究棟、※2 は先進フロンティア研究棟、

※3は実験研究棟） 

⑤   連    連携分野 

専

攻 講 座 等 分 野 分野

長 

研究室所在地（東北大学キャンパスマップ参照） 
① 片 平 ② 

川内 

③ 

青葉山 

④ 

星陵 

⑤ 

連 プロ 本館 多元・通研 

分

子

化

学

生

物

学 

ケミカルバイオロジー 

分 子 情 報 化 学 有 本 3F       

生 命 構 造 化 学 植田 (浩 ) 4F       

活 性 分 子 動 態 石 川 1F       

分 子 細 胞 生 物 大 橋     理·化学棟·4F   

応用生命分子解析 田中 (良 ) 3F       

分 子 ネ ッ ト ワ ー ク 

微生物遺伝進化 永 田  2F      

植物生殖システム 渡 辺  3F      

分 子 遺 伝 生 理 東 谷  2F      

進 化 ゲ ノ ミク ス 牧 野     理·生物棟·6F   

植物分子適応生理 (兼 )東谷  2F      

階層的構造 
ダイナミクス 

生体分子ダイナミクス 髙橋 (聡 )   多・東 1 号館 2F     

生体分子機能制御 水 上   多・南総合研究棟 1 号館 6F     

構造メカニズム研究開発 米 倉   多・西 1 号館 3F     

分子機能可視化 南 後   多・南総合研究棟 1 号館 2F     

ゲ ノ ム 情 報 学 オ ミ ッ ク ス ・ 情 報 学 池 田 
山 川       千葉県 

( 協 力 分 野 ) 

天然物ケミカルバイオロジー 上 田     理·合同 C 棟 7F   

分 子 反 応 化 学 土 井     薬・B 棟·4F   

レ ド ッ ク ス制 御 本 橋      医1号館3F  

R N A 生 理 学 魏      5F※3  

機能化学プロテオミクス 佐藤 (伸 )     学際研・2F   

動 的 構 造 生化 学 奥村 (正 )     学際研・2F   


